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1. はじめに 

1.1. 研究会開催の背景 

消防救急無線は、消防本部と消防隊・救急隊を結ぶ無線通信網であり、消防本部から消防

隊・救急隊への指令、消防隊・救急隊から消防本部への報告等に使用される消防救急活動に

必要不可欠な無線通信網である。 

消防行政分野からの消防活動の高度化に向けた要請及び電波行政分野からの電波の有効

活用に向けた要請を受けて、電波法で定められた期限である平成 28 年 5 月 31 日までのデ

ジタル化に向けて各消防本部が消防救急デジタル無線の整備事業を進めていたところであ

る。 

消防救急無線のデジタル化は平成 27年度末までに完了しているが、全国の消防本部によ

る消防救急デジタル無線の整備事業に対して、平成 29年 2月 2日付けで公正取引委員会よ

り「消防救急デジタル無線機器の製造販売業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令

について」が通達されている。当該通達においては、消防救急無線の発注における特定の製

造販売業者の仕様が記載された発注仕様書等や特定の製造販売業者の発注方法の選定への

関与等が確認され、今後の発注において同様の事象が発生しないよう留意する必要がある

旨が連絡されている。 

また、当該事態を受けて消防庁が実施した各メーカーへのヒアリングにより、消防救急デ

ジタル無線が接続される消防指令システムとの間のインタフェースがメーカー毎に異なる

仕様となっており、既設の消防指令システムと連携して動作する無線設備は特定メーカー

の製品のみの場合があることが明らかになった。 

本研究会は、これらを踏まえ、今後の消防指令システムや消防救急無線の更新の際に同様

の問題が生じないよう下記 2 点を検討し、消防指令システム及び消防救急無線の公正な発

注の実現を目的とするものである。 

⚫ 消防指令システムと消防救急無線の間の接続に関する共通インタフェース仕様の策

定 

⚫ 消防救急無線や消防指令システムを整備する際の仕様書の記載内容等の留意すべき

事項のとりまとめ（ガイドラインの作成） 
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1.2. 研究会構成員名簿 

本研究会の構成員を表 1-1に示す。 

表 1-1 研究会構成員名簿 

（敬称略、座長及び座長代理を除き五十音順） 

役職 氏名 所属等 

座長 藤井 威生 電気通信大学 
先端ワイヤレス・コミュニケーション研究センター 教授 

座長代理 石橋 功至 電気通信大学 
先端ワイヤレス・コミュニケーション研究センター 准教授 

構成員 稲継 丈大 
（H30.4.1～） 

全国消防長会 事業部 事業企画課 課長 

構成員 井上 英幸 一般社団法人 九州テレコム振興センター 主席研究員 

構成員 岡井 正孝 
（H30.4.1～） 

日本電気株式会社 スマ－トインフラ事業部 
消防防災事業推進グループ エキスパート 

構成員 岡本 一 駿東伊豆消防本部 通信指令課 課長 

構成員 奥村 芳彦 
（～H30.3.31） 

神戸市消防局 総務部 施設課長 

構成員 喜島 博人 徳島中央広域連合消防本部 通信指令室 副室長 

構成員 小林 和弘 
（H30.4.1～） 

長野市消防局 通信指令課 課長 

構成員 島田 斉 
（～H30.3.31） 

長野市消防局 通信指令課 課長 

構成員 杉村 貴央 さいたま市消防局 警防部指令課 指令管理係長 

構成員 髙橋 伴明 京都市消防局 警防部情報指令課 課長補佐 

構成員 日向野 貴光 株式会社日立国際電気 ソリューション本部 
無線システム設計部 主任技師 

構成員 前田 洋一 一般社団法人 情報通信技術委員会 代表理事専務理事 

構成員 牧 敦司 
（～H30.3.31） 

日本電気株式会社 スマ－トインフラ事業部 
消防防災事業推進 Gr シニアマネ－ジャ 

構成員 松波 聖文 日本無線株式会社 ソリューション事業部 
官公庁事業統括部 官公庁営業推進グループ 課長 

構成員 松本 耕太郎 株式会社日立製作所 
社会基盤ソリューション本部 主任技師 

構成員 松本 信介 沖電気工業株式会社 情報通信事業本部 
社会インフラソリューション事業部 
地域ソリューション第一部 第三チーム チームマネージャー 

構成員 宮本 卓弥 
（H30.4.1～） 

神戸市消防局 総務部 施設課長 

構成員 桺田 裕士 東京消防庁 総務部 
情報通信課 課長補佐兼無線係長 

構成員 山田 浩一 富士通株式会社 第四システム事業本部 
第三システム事業部 第一システム部 マネージャー 

構成員 山根 賢一 株式会社富士通ゼネラル 情報通信システム事業部 
事業部長代理 

構成員 吉田 堅一郎 
（～H30.3.31） 

全国消防長会 事業部 事業企画課 課長 
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1.3. 検討経緯 

本研究会の検討経緯を表 1-2に示す。 

表 1-2 研究会検討経緯 

回数 開催日時 主な議事 

第 1回 平成 29年 11月 2日（木） 
15:00~17:00 

⚫ 研究会の開催 
⚫ 検討の進め方 
⚫ 駿東伊豆消防本部からのプレゼンテーション 
⚫ 株式会社富士通ゼネラルからのプレゼンテーション 
⚫ 日本電気株式会社からのプレゼンテーション 
⚫ 富士通株式会社からのプレゼンテーション 
⚫ 意見交換 

第 2回 平成 29年 12月 22日（金） 
10:00~12:00 

⚫ TTCにおける共通インタフェース仕様の検討状況に
ついて 

⚫ 株式会社日立国際電気からのプレゼンテーション 
⚫ 日本無線株式会社からのプレゼンテーション 
⚫ 株式会社日立製作所からのプレゼンテーション 
⚫ 京都市消防局からのプレゼンテーション 
⚫ 東京消防庁からのプレゼンテーション 
⚫ 意見交換 

第 3回 平成 30年 2月 20日（火） 
13:00~15:00 

⚫ TTCにおける共通インタフェース仕様の検討状況に
ついて 

⚫ 沖電気工業株式会社からのプレゼンテーション 
⚫ 論点整理 
⚫ 意見交換 

第 4回 平成 30年 3月 15日（木） 
10:00~12:00 

⚫ TTCにおける共通インタフェース仕様の検討状況に
ついて 

⚫ 中間とりまとめ（今後の検討の方向性）（案）について 
⚫ 意見交換 

第 5回 平成 30年 6月 29日（金） 
13:00~15:00 

⚫ 今年度の検討の進め方 
⚫ TTCにおける検討状況 
⚫ 東大阪市消防局からの事例紹介 
⚫ 意見交換 

第 6回 平成 30年 10月 18日（木） 
15:00~17:00 

⚫ TTCにおける検討状況及び相互接続試験の実施に
ついて 

⚫ 仙台市消防局からの事例紹介 
⚫ 消防本部等におけるシステム発注に関する調査結果
について 

⚫ 事例収集方法について 
⚫ 意見交換 

第 7回 平成 31年 2月 8日（金） 
10:00~12:00 

⚫ TTCにおける検討状況及び相互接続試験の実施結
果について 

⚫ 消防本部におけるシステム発注に関する調査結果に
ついて 

⚫ 消防本部間の事例共有について 
⚫ 研究会報告書（素案）について 
⚫ 意見交換 

第 8回 平成 31年 3月 14日（木） 
10:00~12:00 

⚫ TTCにおける検討状況について 
⚫ 研究会報告書（案）について 
⚫ 意見交換 
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2. 消防救急無線や消防指令システムの整備に関する現状と課題 

2.1. 消防体制の概要 

我が国では、消防組織法（昭和 22年法律第 226号）第 6条の規定に基づき、各市町村が

その区域における消防に関する責任を負うこととされている。 

市町村における現在の消防体制は、大別して、消防本部及び消防署（いわゆる常備消防）

と消防団（いわゆる非常備消防）とが併存している市町村と、消防団のみが存在する町村が

ある。 

平成 30 年 4 月 1 日現在、全国に 728 消防本部が設置されており、常備化市町村は 1,690

市町村、常備化されていない町村は 29 町村で、常備化されている市町村の割合（常備化率）

は 98.3％（市は 100％、町村は 96.9％）である。山間地や離島にある町村の一部を除いては、

ほぼ全国的に常備化されており、人口の 99.9％が常備消防によってカバーされている。 

これらの組織は、単独又は共同で、それぞれの管轄区域内における火災・救急事案等に対

応するため、119番通報を受けて、消防隊や救急隊を編成、派遣するための消防指令センタ

ーを設置し、消防業務にあたっている。 

2.2. 消防救急無線と消防指令システム 

消防救急無線は、消防指令センターと消防隊や救急隊を結ぶ専用の無線通信網であり、消

防指令センターから消防隊や救急隊への指令、消防隊や救急隊から消防指令センターへの

報告等に使用される、消防救急活動に必要不可欠なものである。 

この無線システムは、従来、アナログ方式によるものが運用されてきたが、消防行政分野

からの消防活動の高度化に向けた要請や、電波行政分野からの電波の有効活用に向けた要

請を受けて、デジタル方式への移行（デジタル化）が進められてきた。平成 15年度の電波

法関係審査基準改定により、アナログ方式の使用期限が平成 28年 5月末までとされ、平成

21 年消防庁告示第十三号や、消防庁が同年にとりまとめた「消防救急デジタル無線共通仕

様書 第一版」に基づき、平成 27年度末までに全ての消防救急無線のデジタル化が完了し

た（図 2-1）。 

 

図 2-1 消防救急無線の概要 

消防指令システムは、消防が 119番通報を受け、必要に応じて消防隊や救急隊の部隊編成

を行い、消防署所や車両等に指令を行うとともに、各部隊の活動状況を把握できるようにす

る、消防指令センターの根幹を成すシステムである。 

消防指令システムを構成する設備や機能は各消防本部により異なるが、消防庁の消防防

災施設整備費補助金に係る高機能消防指令センター総合整備事業の補助対象規格として、
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地理的事情、人口規模、都市構造等を勘案して離島型、II型、III型の区分により、構成設備

の要件が定められている。 

また、多くの消防指令システムは、現場の消防隊や救急隊との通信に使用する消防救急無

線をはじめ、災害情報や避難行動要支援者情報を扱うための防災情報システムや、防火対象

物情報や水利情報を扱う消防 OA システムなどの様々なシステムと連携して運用されてい

る（図 2-2）。 

 
図 2-2 消防指令システムと消防救急無線の連携のイメージ 

2.3. 消防救急無線と消防指令システムの発注における課題 

2.3.1. 公正取引委員会からの指摘 

平成 29年 2月 2日、公正取引委員会は、前述の消防救急無線のデジタル化に係る整備事

業の受注に関して、複数のメーカーが独占禁止法第 3条（不当な取引制限の禁止）の規定に

違反する行為を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。 

また、同委員会は、消防救急無線のデジタル化に係る一部の整備事業において、特定のメ

ーカーの仕様を発注仕様書等に記載している等の疑いがあるとして、全国の消防本部に対

して、今後同様のことがないよう留意する連絡を行った。 

2.3.2. 構成員からのプレゼンテーション 

公正取引委員会からの連絡では、具体的にどのような事例が問題であったのかが明らか

にされていないが、本研究会において、構成員として参加した消防本部、消防救急無線メー

カー及び消防指令システムメーカーから、過去の消防救急無線のデジタル化に係る整備事

業における課題について、公正取引委員会からの指摘にあるような特定のメーカーの仕様

を発注仕様書等に記載している例や、それ以外で特定のメーカーが有利となる事例、その他

自社が応札しようとした際に障害となった事例について意見を求めたところ、次のような

課題が提示された。 

また、これらの課題は、消防本部における消防指令システムや消防救急無線の整備・更新

の際に、既設設備メーカー以外が応札を断念する事態が生じるだけでなく、異なるメーカー

のシステムを運用している複数の消防本部が広域化を行おうとする際の障壁となることが、

駿東伊豆消防本部の例（参考資料１参照）により示された。 
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1） 消防指令システムと消防救急無線のインタフェース仕様が統一されていない 

「消防救急デジタル無線共通仕様書 第一版」では、異なるメーカーの基地局と移動局と

の間や異なるメーカーの移動局相互間でも通信が行えるよう、相互接続性を確保した仕様

を定めていたが、既設消防指令システムと消防救急無線のインタフェースまでは規定して

いなかった。 

そのため、図 2-3 に示すように、消防指令システムと消防救急無線のインタフェース仕

様がメーカー毎に異なり、一方の設備を整備・更新しようとした場合に、他方の既設設備と

の接続を求めただけで、両システム間でどのような制御信号やデータの形式、通信方法等が

求められるのかを既設設備メーカー以外は把握できず、高い参入障壁となるケースがある

ことが明らかになった。 

 
図 2-3 消防指令システムと消防救急無線の発注における課題 

2） 整備・更新事業に伴い発生する既設設備の改修作業等の取扱い 

調達仕様書に次のような記載があったために、既設設備を納入したメーカー以外の者が

入札への参加を断念したケースがあることが明らかになった。 

⚫ 既設設備のインタフェース仕様に合わせた接続を行うこと 

⚫ 既設設備との接続に当たり、既設設備側の部分改修（又は中間サーバーの設置）が発

生する場合は受注者が改造費用・責任を負うこと 

前述のとおり、既設設備のインタフェース仕様は、共通インタフェース仕様が定められて

いない現状では当該既設設備メーカーしか知り得ないものであり、このような要件を盛り

込むと他のメーカーには対応が困難となる。たとえ費用負担のみを求める形でも、その金額

は既設設備メーカーにより決定されるため、当該既設設備メーカーの協力が得られない場

合は費用の見積りが困難となり、競争が阻害される要因となり得る。 

また、このような要件が盛り込まれた仕様書に対して、メーカーから対応が困難である旨

を消防本部へ伝えて修正を求めても対応してもらえないケースもあるという指摘もあった。 

このほか、整備・更新対象の設備と既設設備との接続に係る調整を事業者任せにすると調

整が難航するケースがあり、消防本部が主体となって調整にあたる必要がある点について

も指摘があった。 

一方、そうした取組を行うには消防本部側の担当者に「消防指令システム」「消防救急無

線」両方の知識が求められ、特に、専門の部署や人員を持たない小規模な消防本部において

消防指令システム

指令制御装置

指令台
（119番通報受付台）

無線回線
制御装置

消防救急無線

制御信号やデータの形式、通信方式等
が既設メーカーにしかわからない

防災情報システム
・災害情報
・避難行動要支援
者情報 等

消防OAシステム
・防火対象物情報
・水利情報
・届出情報 等

・・・

基地局

基地局

基地局

電話網
（119番通報回線）
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知識・技量面で対応が難しいことが想定される点も指摘されている。 

3） 共通インタフェース仕様に盛り込まれていない独自仕様の取扱い 

将来の技術の発展等により、共通インタフェース仕様の策定後もそこに盛り込まれてい

ない独自機能が導入される可能性もあるが、次期システム更新の際に、その独自機能に係る

消防指令システムと消防救急無線との間のインタフェース仕様が、他のメーカーが入札に

参加する際の障害となるおそれがあることから、当該インタフェース仕様を開示するよう

求める必要がある。 

なお、すでに、一部の消防本部において消防指令システムと消防救急無線との間のインタ

フェース仕様に係る文書を納入させている例も存在するが、検収後（次期システム更新時）

にその内容に不備があることが明らかになり、必要な情報が得られないケースがあること

も指摘された。 

4） 既設設備の改修や中間サーバーの設置 

消防本部からは、上記 2)にあるように、新たに整備・更新するシステムの調達について競

争性が確保されたとしても、既設設備の改修については相変わらず当該既設設備メーカー

しか請け負えないのであれば、契約が複雑になるだけで総事業費は高止まりする（最悪の場

合既設設備メーカーに全体を請け負わせるよりも高くなる）可能性があるのではないかと

指摘があった。 

そのような事態を回避するためには、特に既設設備の改修や中間サーバーの設置に係る

費用の妥当性を検証する必要があるが、そのために必要なノウハウやメーカーとの交渉力

を必ずしも持っていない小規模な消防本部を含めてどのように検証を実施するのかという

点も課題となる。 
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2.4. 課題の解決策に関する検討 

2.3で掲げられた各課題に対する解決するため、消防指令システムと消防救急無線の間の

共通インタフェース仕様の作成に取り組むとともに、消防救急無線や消防指令システムを

整備する際の仕様書の記載内容等の留意点について検討を行った。 

後者については、いくつかの消防本部における奏功事例と認められる取組を研究会で発

表していただいた。 

さらに、研究会における議論も踏まえ、今後取り組むことが有効と考えられる方策につい

て、その実施の有無を含めて、全国の消防本部における消防指令システムや消防救急無線の

調達がどのように行われているかについてアンケート調査を実施し、その回答内容から、特

に本研究会での検討に資すると考えられる消防本部に対してヒアリング調査を実施した。 

このほか、本研究会における検討に関連すると思われる、国等による情報システムの発注

に係るガイドラインの策定状況について調査を行った。 

2.4.1. 消防指令システムと消防救急無線の間の共通インタフェース仕様の作成 

1） 検討の概要 

異なるメーカー製の消防指令システムと消防救急無線の接続を円滑に行えるようにする

ため、その接続に係る共通インタフェース仕様の作成に向けた検討を行った。 

なお、共通インタフェース仕様の検討については、極めて技術的な内容となることや、本

研究会の活動終了後も技術の進展に伴う各システムへの新たな機能の追加を踏まえた継続

的なメンテナンスが必要となること、本研究会に参加しているメーカー以外のシステムベ

ンダーも参加可能な枠組みで検討を行うことが望ましいと考えられることを考慮して、情

報通信に関する数々の国内標準を策定してきた実績を持つ一般社団法人情報通信技術委員

会（以下「TTC」という。）において進めることとした。 

TTC の企業ネットワーク専門委員会に消防指令システム SWGを、その下に作業班を設置

して、集中的に検討が行われた。その途中経過は本研究会の各会合に都度報告され、研究会

での議論を踏まえてさらなる検討が進められた。 

TTC の委員会、SWG 及び作業班には、本研究会の構成員以外の企業の参加も広く受け付

けており、SWG設置時にはその設置のお知らせと参加会員の募集が行われた。 

TTC における検討体制を表 2-1に、検討経緯を表 2-2に示す。 

表 2-1 TTC 企業ネットワーク専門委員会 消防指令システム SWGでの検討体制 

役職 委員・会員名等 SWG 作業班 

リーダー 藤井 威生 
電気通信大学 先端ﾜｲﾔﾚｽ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究ｾﾝﾀｰ 教授 

○  

サブリーダー 石橋 功至 
電気通信大学 先端ﾜｲﾔﾚｽ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究ｾﾝﾀｰ 准教授 

○  

委員 沖電気工業株式会社 
○ ○ 

委員 日本電気株式会社 
○ ○ 

委員 株式会社日立製作所 
○ ○ 
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役職 委員・会員名等 SWG 作業班 

委員 富士通株式会社 
○ ○ 

委員 株式会社富士通ゼネラル 
○ ○ 

委員 
（H31.1～）※ 

株式会社建設技術研究所 
○ ○ 

オブザーバー 総務省消防庁防災情報室 
○ ○ 

※消防庁の「消防指令システム等の相互接続に関する実証調査業務」の一環で参加 

 

表 2-2 TTC 企業ネットワーク専門委員会 消防指令システム SWGにおける検討経緯 

回数 開催日時 主な議事 

第 1回 
SWG 

平成 29年 11月 14日 
13:30~15:30 

⚫ SWGの運営について 
⚫ 検討の進め方 

第 2回 
SWG 

平成 29年 12月 12日 
15:00~17:00 

⚫ 検討する機能について 
⚫ 仕様書の構成について 

第 3回 
SWG 

平成 30年 1月 23日 
15:00~17:30 

⚫ 基地局選択方法、セレコール方法、OD トランクについて 
⚫ 仕様書の作成方針 

第 4回 
SWG 

平成 30年 2月 13日 
12:30~15:00 

⚫ 今後の進め方 
⚫ 仕様書の各社の考え方 
⚫ 個別機能に対する意見交換 

第 1回 
作業班 

平成 30年 2月 22日 
14:00~17:00 

⚫ 平成 29年度末の作業範囲について 
⚫ 平成 30年度のスケジュールについて 
⚫ 規定する機能の範囲について 
⚫ 個別機能の取扱について 

第 2回 
作業班 

平成 30年 3月 6日 
14:00~16:00 

⚫ 作業文書に対する意見交換 

第 5回 
SWG 

平成 30年 3月 9日 
9:30~11:30 

⚫ 仕様書の検討 
⚫ 今後の進め方 

第 3回 
作業班 

平成 30年 4月 11日 
15:00~17:00 

⚫ 仕様書の検討 
⚫ 今後の進め方 

第 6回 
SWG 

平成 30年 4月 25日 
15:00~17:00 

⚫ 仕様書の検討 
➢ 一斉音声通信機能シーケンスの検討 

⚫ 相互接続試験について 
⚫ 今後の進め方 

第 4回 
作業班 

平成 30年 5月 16日 
14:00~17:00 

⚫ 仕様書の検討 
➢ 一斉音声通信機能シーケンスの検討 

⚫ 相互接続試験について 
⚫ 今後の進め方 

第 5回 
作業班 

平成 30年 5月 29日 
13:00~17:00 

⚫ 仕様書の検討 
➢ 一斉音声通信機能シーケンスの検討 

⚫ 相互接続試験について 
⚫ 今後の進め方 

第 7回 
SWG 

平成 30年 6月 13日 
15:00~17:00 

⚫ 仕様書の検討 
➢ 電文、シーケンスの検討 

⚫ 相互接続試験について 
⚫ 基地局選択方式の検討 
⚫ 今後の進め方 

第 6回 
作業班 

平成 30年 6月 20日 
13:00~17:00 

⚫ 仕様書の検討 
➢ 電文、シーケンスの検討 

⚫ 相互接続試験について 
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回数 開催日時 主な議事 

⚫ 今後の進め方 

第 7回 
作業班 

平成 30年 7月 11日 
14:00~17:00 

⚫ 仕様書の検討 
➢ 電文、シーケンスの検討 

⚫ これまでの課題について 
⚫ 今後の進め方 

第 8回 
作業班 

平成 30年 7月 25日 
14:00~17:00 

⚫ 仕様書の検討 
➢ 電文、シーケンスの検討 

⚫ 基地局選択方式の検討 
⚫ 仕様書の構成について 
⚫ 個別シーケンスの検討 
⚫ 相互接続試験について 
⚫ 今後の進め方 

第 9回 
作業班 

平成 30年 8月 8日 
14:00~17:00 

⚫ 仕様書の検討 
➢ 電文、シーケンスの検討 

⚫ データ通信の運用、バックアップ機能等について 
⚫ 個別機能の電文、シーケンス図について 
⚫ 相互接続試験について 
⚫ 今後の進め方 

第 10回 
作業班 

平成 30年 8月 29日 
14:00~17:00 

⚫ 仕様書の検討 
➢ 電文、シーケンスの検討 

⚫ 個別機能の電文、シーケンス図について 
⚫ 相互接続試験について 
⚫ 今後の進め方 

第 11回 
作業班 

平成 30年 9月 12日 
14:00~17:00 

⚫ 仕様書の検討 
➢ 電文、シーケンスの検討 

⚫ 個別機能の電文、シーケンス図について 
⚫ 相互接続試験について 
⚫ 今後の進め方 

第 12回 
作業班 

平成 30年 9月 26日 
14:00~17:00 

⚫ 仕様書の検討 
➢ 電文、シーケンスの検討 

⚫ 相互接続試験について 
⚫ 今後の進め方 

第 8回 
SWG 

平成 30年 10月 4日 
15:00~17:00 

⚫ 仕様書の検討 
⚫ 仕様書の課題について 
⚫ 相互接続試験について 
⚫ 今後の進め方 

第 13回 
作業班 

平成 30年 10月 23日 
14:00~17:00 

⚫ 仕様書の課題について 
⚫ 相互接続試験について 
⚫ 今後の進め方 

第 14回 
作業班 

平成 30年 11月 9日 
10:00~12:00 

⚫ 仕様書の課題について 
⚫ 相互接続試験について 
⚫ 今後の進め方 

第 15回 
作業班 

平成 30年 11月 30日 
14:00~17:00 

⚫ 仕様書の課題について 
⚫ 相互接続試験について 
⚫ 今後の進め方 

第 16回 
作業班 

平成 30年 12月 19日 
9:30~12:00 

⚫ 仕様書の課題について 
⚫ 相互接続試験について 
⚫ 今後の進め方 

第 17回 
作業班 

平成 31年 1月 15日 
9:30~12:00 

⚫ 仕様書の課題について 
⚫ 相互接続試験について 
⚫ 今後の進め方 

第 9回 
SWG 

平成 31年 1月 31日 
13:00~15:00 

⚫ 仕様書の課題について 
⚫ 用語集について 
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回数 開催日時 主な議事 

⚫ 相互接続試験について 
⚫ 今後の進め方 

第 18回 
作業班 

平成 31年 2月 21日 
10:00~12:00 

⚫ 仕様書の課題について 
⚫ 今後の進め方 

第 10回 
SWG 

平成 31年 3月 7日 
10:00~12:00 

⚫ 機能一覧について 
⚫ 今後の検討スケジュール 
⚫ 研究会の対応 
⚫ 今後の進め方 

 

2） 相互接続試験の実施 

検討中の共通インタフェース仕様について、規定の明確化や修正等が必要な箇所を抽出

することを目的とし、平成 30年 12月 17日から平成 31年 1月 28日にかけて相互接続試験

を実施した。相互接続試験は、継続検討が必要な仕様上の項目について試験用に仮の前提条

件を設定するなど試験時点で試験が可能な範囲において、TTC で議論し作成した相互接続

試験手順書に基づき、消防指令システムメーカー5社及び消防救急無線メーカー4社の組合

せで実施した。組合せ表については、表 2-3のとおり。試験結果は、規定の明確化が必要な

事項を 3件抽出することができ、また概ね確認シーケンス通りであることが確認できた。抽

出した 3件については、課題解決に向けて TTC で検討がなされている。  

表 2-3 相互接続試験組合せ表 

 

 

 

消防指令システムメーカー 

日本電気 

株式会社 

沖電気工業 

株式会社 

株式会社 

富士通ゼネラル 

株式会社 

日立製作所 

富士通 

株式会社 

消
防
救
急
無
線
メ
ー
カ
ー 

日本電気 

株式会社 
  〇  〇  

沖電気工業 

株式会社 
   〇  〇 

株式会社 

富士通ゼネラル 
〇    〇  

日立国際電気 

株式会社 
 〇    〇 

3） 検討結果と今後の予定 

上述のとおり、共通インタフェース仕様については、TTC において 1 年以上に渡り検討

が進められてきた。検討では、表 2-4に示すように、現に各消防本部が運用している消防指

令システムや消防救急無線に実装されている各機能について、①消防救急デジタル無線共

通仕様書で必須とされた機能を実現するために共通インタフェース仕様の策定が必要とな

る機能（■）、②同仕様書で選択可能とされた機能を実現するために共通インタフェース仕

様の策定が必要となる機能（□）、③共通インタフェース仕様を策定する必要がない機能

（－）に整理しながら検討が進められてきた。 

一方、検討を進めるなかで、当初想定していた以上に消防救急デジタル無線共通仕様書に

記載のない部分や消防本部が必要とする機能に差があったため、多くの点でメーカーによ

ってシステムの設計思想が異なることが明らかになった。 
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その結果、将来的に、現に各消防本部で運用されている消防指令システムや消防救急無線

を更新する際に発生し得るシステムの部分改修や中間サーバーの構築も見据えながら、表 

2-5に示すように数多くの課題を解決しながら仕様の検討を行う必要が生じたため、本報告

書のとりまとめまでに共通インタフェース仕様を完成させることはかなわなかった。 

このため、来年度も引き続き、図 2-4 に示すスケジュールで TTC において共通インタフェ

ース仕様の検討を継続する。また、共通インタフェース仕様の完成後も、技術の進展に伴い

消防指令システムや消防救急無線に新たな機能が導入されることも想定されることから、

必要に応じて TTC において共通インタフェース仕様の追加・改訂等のメンテナンス作業が

行われる予定である。 

 



 

 

 

1
3
 

表 2-4 検討機能一覧 

 

消防救急デジタル無線
共通仕様書

大項目 中項目

消防救急無線システム
提供サービス（※)
〇：必須機能
△：選択可能機能
－：仕様書規定しない機能
×：対応不可能な機能
網掛け：共通仕様書対象外

消防救急波、主運用波、統制波の区分け
が必要な場合は「消防救急波／主運用波
／統制波」の順番で記載

必須／オプション選択
■：必須機能
□：選択可能機能
－：仕様書規定しない機能

複数方式からの選択要否
◆：選択要
－：選択不要

デジタル無線共通仕様 音声通信 一斉音声通信機能 〇 ■ ◆
規定機能 個別音声通信機能 △／－／－ □ ◆

グループ音声通信 △／－／－ □ ◆
通信統制機能 通話モニタ 〇 － －

通話モニタ表示機能 △ － －
通信モニタ機能 〇 － －
移動局におけるセレコール通信モニタ機能 △ － －
他局送信中の表示機能 〇 － －
他局送信中の発信禁止機能 △ － －
セレコール送信中の発信禁止機能・表示機能 △ － －

セレコール送信中の音声と同時データ伝送・表示機能 △ － －
セレコール音声通信とデータ（ショートメッセージ）送信を同時に使用した
場合に、無線システムにおいて同時送信を実施するため、共通I/F仕様
対象外。

発信規制信号送信機能・発信規制機能 出動指令 △ □ －
通信規制 △ □ －
緊急信号 △ □ －
強制切断 △ □ －

連続送信防止機能 － － －
その他 移動局間直接音声通信機能 × － －

ＰＳＴＮ接続通信機能 手動 － － －
音声通信機能と指令システムの有無線接続機能で実現する機能のた
め、共通I/F仕様対象外。

自動 － □ － 詳細について検討中

自営通信網接続通信機能 手動 － － －
音声通信機能と指令システムの有無線接続機能で実現する機能のた
め、共通I/F仕様対象外。

自動 － □ －
消防指令センター間音声通信機能 －／△／△ □ －
発信者番号送信機能 〇 － － 無線システムに閉じた機能のため共通I/F仕様対象外。
ショートメッセージ送信機能 △ □ －
データ送信機能 △／△／〇 □ －

音声通信中のショートメッセージ送信・表示機能 △ － －
音声通信とショートメッセージ送信を同時に使用した場合に、無線システ
ムにおいて同時送信を実施するため、共通I/F仕様対象外。

移動局自動チャネル切替機能 △／×／× － － 無線システムに閉じた機能のため共通I/F仕様対象外。
発信者番号表示機能 △ □ ◆

デジタル無線共通仕様 規定外機能 基地局選択 複数選択機能 ■ ◆
切替選択機能 □ －
自動/手動 ■ ◆
一斉モード □ －
指令モード □ －

ヘルスチェック機能 ■ － 時刻設定機能を含む
障害通知機能 ■ －
状態合わせ機能 ■ －
運用開始機能 ■ －
基地局無線装置状態通知機能 ■ －
基地局着信通知 ■ ◆

□ －
個別機能 統制波チャネル切替機能 □ －

署所アンプ起動／解除制御機能 □ ◆ 詳細について検討中
常送／非常送切替機能 □ －
受信基地局機能 □ －
指令情報無線バックアップ機能 □ －
無線中継基地局監視制御機能 □ －
移動局発信基地局・チャネル情報問合せ機能 □ －
異チャネルグループ機能 □ －

※ 「消防救急デジタル無線共通仕様書 第一版 5. 1 提供通信サービスの種別」に記載の各表（表5. 1. 1～表5. 1. 4）で「消防指令センターから」の項目を引用

無線システムに閉じた機能のため共通I/F仕様対象外。

機能

小項目

備考

消防指令システム（指令制御装置）
消防救急無線（無線回線制御装置）

共通インタフェース仕様（共通I /F仕様）

音声通信機能で実現する機能のため、共通I/F仕様では規定しない。

無線システムに閉じた機能のため共通I/F仕様対象外。

詳細について検討中

詳細について検討中

詳細について検討中

車両運用端末装置用回線切断時の車載無線機によるデータ通信機能
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表 2-5 仕様書課題項目 

課題項目 論点 

通信開始手順 指令制御装置からの一斉音声通信発呼時に、通信設定要求の送

信を必須とするか否か。 

通信設定要求のパラメータ定義 通信設定要求のパラメータに発信元装置番号を追加するか否か。 

通信設定要求後の割込み禁止 通信設定要求で指定された無線チャネルに対する割り込みを一定

時間禁止する機能を必須とするか否か。 

個別セレコール時のトーン鳴動 リングバックトーン／ビジートーンの鳴動を回線制御装置から行うこ

ととするか、指令台から行う方法と併記とするか。 

回線制御装置からのビジートーン鳴動 回線制御装置からビジートーン信号が出力できない場合の挙動に

ついて要検討。 

移動局切断含む無線回線制御装置切断時

の指令台操作 

移動局で切断操作が行われた際に即切断とするか、ビジートーン

を鳴らしながら指令システム側の切断操作を待つか。 

通信時限満了による切断 通信制限時間満了により通信を切断する機能を標準機能として設

けるか否か。 

移動局からのセレコール発信時の OD着信

接点の動作 

着信接点を ON とするタイミングがメーカーにより異なるため、共通

仕様として（複数パターン併記を含めた）摺り合わせが必要。 

規制情報の重複要求 通信統制の規制中に出動指令の規制を行う場合等、規制情報や

規制種別を追加する場合の動作について要検討。 

規制制御解除の条件 規制信号を通信呼と別に取り扱う仕組みがない既設システムの扱

いをどうするか。 

プレス ON継続したまま、切断を実施した場

合の挙動 

継続検討。 

無通信状態におけるショートメッセージ機能 継続検討。 

基地局選択状態通知について 選択不可の場合には常に基地局選択通知を返さないこととする

か、選択不可の理由を返すことができることとするか。 

無線バックアップ仕様 各社の設計思想が大きく異なるため現時点では未整理。 

通話モニタ 発 IDが取得できない着信の取り扱い。 

異チャンネルグループにおけるグループセ

レコール実施可否 

継続検討。 

グループ音声通信の複数基地局送信対応 継続検討。 

省略したシーケンスの表現方法 今後要整理。 

追記された電文応答 要求に対し実行できない場合、エラー応答が返らない仕様を許容

するかどうか。 

接点と非音声通信とのタイミング 非音声通信処理が行われる前に接点制御が行われた場合や、処

理途中に接点制御が行われた場合の動作。 

データ通信  複数クライアント接続の要否 

 非音声データの制御の要否 

 音声通信とデータ通信の競合時の動作 

準正常・異常系の動作仕様 今後要整理。 

 

 



 

 

 

1
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FY2019 FY2020
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

仕様書作成

無線共通仕様書記載機能
　（一斉音声通信のみ） 正常系（基地局選択を含む）

無線共通仕様書記載機能
　（一斉音声通信のみ） 異常系／準正常系

無線共通仕様書
　（一斉音声通信以外）

個別機能　 正常系／準正常系／異常系

用語集

TTC 仕様書(TS)発行
1.0版(Technical Specification(TS))

5/E

 
図 2-4 今後の検討スケジュール 
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2.4.2. 消防本部における取組紹介 

1） 実施概要 

消防指令システムまたは消防救急無線の発注において奏功事例と認められる取組を実施

した消防本部より、研究会にて発注の詳細について報告いただいた。消防本部による研究会

での報告を表 2-6に示す。 

表 2-6 消防本部による研究会での報告 

報告者 報告日 報告内容 

京都市消防局 第 2回研究会 

2017年 12月 22日（金） 

消防指令システムと消防救急デジタル無線の構築 

東大阪市消防局 第 5回研究会 

2018年 6月 29日（金） 

高機能消防指令センター整備事業について 

仙台市消防局 第 6回研究会 

2018年 10月 18日（木） 

消防救急デジタル無線整備及び総合消防情報システ

ム更新事業について 

2） 取組事例 

(1) 京都市消防局の事例 

京都市消防局の報告内容を表 2-7 に示す。 

表 2-7 京都市消防局の報告内容 

項目 内容 

発注概要  消防指令システムを平成 24年度から平成 26年度に構築 

 消防救急デジタル無線を平成 24年度から平成 27年度に構築 

システム構築

の入札 

 消防指令システムと消防救急デジタル無線の構築時期は同時期であったが、一括契約にす

ると別入札した時と比べ応札可能社数が減り、入札競争性が低減するため、消防指令シス

テムと消防救急デジタル無線を別入札とした。 

 消防救急デジタル無線には共通仕様書が策定されていること、また消防指令システムと消

防救急デジタル無線は異なるシステムであることから、仕様書を工夫することで異メーカーで

あっても接続は可能と判断した。 

調達時の仕

様書 

 消防指令システムと消防救急デジタル無線の構築時期が同時期であったため、両システム

の仕様書に機器連携等の条件を記載することが可能であった。 

 試験を含む両システムの接続は、京都市消防局職員の仲介のもと両システム構築事業者が

相互に協力して実施することとし、両システム構築事業者ともに接続インタフェースの開示を

行うことを仕様書に明記した。 

 その他、詳細な機能及び項目については、消防救急デジタル無線共通仕様書に基づいて

据付・調整することとした。 

秘密保持契

約（NDA） 

 両システム構築事業者と京都市消防局との調達に関する契約とは別に、両システム構築事

業者にて締結した。 

 契約終了後に秘密情報は直ちに返還または破棄すること、また契約の終了後も秘密保持の

各条件は対象物件が存在する限り継続することとした。 

 両システム構築事業者の子会社への情報開示の規定も含めた。 

合同会議と

構築作業 

 両システム構築事業者担当者及び京都市消防局担当職員による合同会議を数回実施し

た。 

 両システム構築事業者担当者が同席する合同会議にて大筋を決定し、細部については各

構築事業者担当者と京都市消防局担当職員にて調整した。 

 消防救急デジタル無線構築事業者側が詳細なシーケンスを提案し、消防指令システム構築

事業者が当該シーケンスに合わせて構築を行った。 

 必要に応じて、両システム構築事業者担当者が実務レベルの協議を行うこともあった。 
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項目 内容 

構築後の保

守と改修 

 両システム構築完了後も不具合修正や機能改善のための改修を継続して実施しているが、

京都市消防局職員が仲介し、両システム構築事業者保守担当者間の連携を維持している。 

 消防救急デジタル無線の無線中継所のチャンネル増波作業時に、両システム構築事業者

工事担当者で合同会議を実施した。 

 今後、大規模改修時に必要であれば、再び秘密保持契約を締結することを検討している。 

(2) 東大阪市消防局の事例 

東大阪市消防局の報告内容を表 2-8に示す。 

表 2-8 東大阪市消防局の報告内容 

項目 内容 

発注概要  消防救急デジタル無線を継続運用する中で、消防指令システムを平成 29年度に構築 

 消防指令システムを消防救急デジタル無線の構築事業者である A社製から B社製へ更新 

整備事業の

体制及びス

ケジュール 

 平成 26年度に更新事業に関する基礎調査を 3名の兼務職員で実施 

 平成 27年度に更新事業の設計を 4名の専従職員で実施 

 平成 28年度に整備事業者選定の実施、契約及び整備を上半期は 4名の専従職員、下半

期は 3名の専従職員で実施 

 平成 29年度に消防指令システムの構築を 2名の専従職員及び 1名の兼務職員で実施 

 結果的に、基礎調査から構築までの全てを消防職員のみで実施した。 

整備事業の

実施設計 

 消防指令メーカーの複数参入をポリシーとして設計作業を実施した。 

 調達方法について、消防指令システムは買取調達とし、保守は単年度契約とした。 

 複数のメーカーに情報提供依頼（RFI）による情報収集を行い、消防指令システムや OAシ

ステムに関する内容及び既存の消防救急デジタル無線との接続に関する内容を収集した。 

 RFIによる情報収集の結果、要求水準書（調達仕様書）の記載内容によっては、既存消防

救急デジタル無線メーカー以外は消防指令システムの調達への参入が見込めないことが判

明した。 

 要求水準書の作成においては、特定メーカーしか実現できない機能に限定しないこと、また

消防救急デジタル無線との接続仕様が A社のみ実現できる仕様とならないことに留意した。 

消防救急デ

ジタル無線と

消防指令シ

ステムの接続

問題 

 A社に対して、A社消防救急デジタル無線と A社消防指令システムの接続に関する事項、

また他社消防指令システムの接続に関する事項について、RFI を行った。 

 A社以外の消防指令システムメーカーに対して、A社消防救急デジタル無線との接続仕様

に関する必要事項及び実現可能・不可能な事項について、RFI を行った。 

 必要に応じて、東大阪市の CIO補佐官や情報システム担当部門に対して、各社 RFIの回

答や費用面の妥当性検証について相談し、事業を進めた。 

消防救急デ

ジタル無線と

消防指令シ

ステムの接続

問題の解決

策 

 接続に関する契約は東大阪市が別契約で行うこととし、接続に関する責任分界点、作業内

容及び連携機能といった接続に関する事項を明確化した。 

 消防指令システム構築事業者に対して A社消防救急デジタル無線のインタフェースに接続

可能となるように構築を求めた。 

 A社に対して消防指令システム構築事業者がインタフェースへ接続できるように調整作業を

実施することを求めた。 

 接続にあたっての事業者間の調整は、消防本部担当者が間に入って行った。 

プロポーザル

における整

備事業者選

定 

 消防指令システムの調達にあたっては、価格のみでなく技術力や創造力等についても評価

の項目とするプロポーザル方式を採用した。 

 外部有識者 4名及び市職員 3名から成る選定委員を設置した。 

 評価基準の策定においては、特定の消防指令メーカーのみ実現可能な機能・仕様に特化

した評価基準は導入しないこと、また消防救急デジタル無線との連携機能に特化した評価

基準は導入しないこととした。 

 結果として 3社の応札があったことから、特定の消防指令システムメーカーが優位になら

ず、発注において十分に競争性が働いたと考えている。価格面では、提示価格が最低であ

った事業者と既設システム構築事業者との提示価格の差は、既設消防救急デジタル無線の

改修事業に要した費用よりも大きくなった。 
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(3) 仙台市消防局の事例 

仙台市消防局の報告内容を表 2-9 に示す。 

表 2-9 仙台市消防局の報告内容 

項目 内容 

発注概要  消防救急デジタル無線は平成 22年度より基本設計に着手し、段階的な整備を経て平

成 28年度に本運用を開始 

 消防指令システムは平成 25年度に開発基本計画策定に着手し、平成 30年度に運用

開始 

消防救急デジタ

ル無線整備時の

接続に関する検

討 

 キャリア回線のバックアップとして AVM(車両動態管理機能)は実装するが、既存消防指

令システム側に新たにゲートウェイ装置を設置し、消防救急デジタル無線と疎結合とする

ことを明記した。 

 キャリア回線のバックアップとして署所受令回線のバックアップは実装するが、必要に応

じて消防救急デジタル無線側に中間ゲートウェイ等の装置を設置することも可能と明記

した。 

 仙台市消防局の独自開発部分のインタフェース等は、成果物として納品を求めた。 

消防救急デジタ

ル無線の整備に

係る検討 

 専門的知見を持った消防吏員以外の技術職員を配置し、設計及び工事管理を実施し

た。 

 設備設計・製造期間の確保のため、債務負担行為により事業を実施した。 

消防指令システ

ム整備時の他設

備との接続に関

する検討 

 消防救急デジタル無線設備に実装している独自機能は、既存消防指令システム構築事

業者及び消防救急デジタル無線構築事業者よりインタフェース仕様書が納品されている

ため、実現可能と判断し、機能要件として求めた。 

 消防救急デジタル無線の改修については、消防指令システムの調達と別発注とすること

で競争性を確保した。 

 別途調達する高所監視カメラ設備等の映像系システムと連携するため、連携に必要なイ

ンタフェース設計を実施することを消防指令システムの仕様書に記載した。 

 複数回 RFI を実施し、調達仕様書の記載内容が特定の事業者に有利にならないよう、

妥当性を確認した。 

消防指令システ

ムの整備に係る

検討 

 指令系システムと OA系システムが将来的に分離調達できるよう、両システム間に中間

ゲートウェイを設置した。 

 通信回線を冗長化するとともに各回線を別発注することで、費用を削減した。 

 消防指令システムは市民生活に与える影響が大きいシステムであることを考慮し、高い

技術力を持つ事業者への発注が可能となるよう、総合評価方式での調達を実施した。 

 運用保守及び軽微なシステム改修をシステム構築と合わせた一括調達とした。 

 一般的な情報システム開発と同様、仕様発注から性能発注とした。なお、工事的要素も

含まれるため、安全性の確保は担保する必要がある。 

 システム設計・開発期間の確保のため、債務負担行為により事業を実施した。 

 調達仕様書に SLA（サービスレベルアグリーメント）締結を明記し、運用保守時の品質を

担保した。 

消防救急デジタ

ル無線整備事業

における外部支

援業者発注 

 指名業者選定基準を「自ら無線局及び資格者を配置できること」、「同種業務の実績を

有すること」として、業務履行の確実性を担保した。 

 メリットとして、実測の電波伝搬調査については、補足的な調査にも迅速に対応できたた

め、設計の確実性が向上した。 

 一方、従事者の資格要件を特に定めなかったため、従事者のスキルに疑問を感じた部

分もあった。また、業務後半は仙台市拠点を設置することで解消したが、当初は拠点を

仙台市近郊に置いていなかったため、コミュニケーションに難があった。 

総合消防情報シ

ステム更新事業

における外部支

援業者発注 

 情報システム系外部支援業者に対して、開発基本計画策定、システム調達仕様書策

定、落札者決定基準策定、 調達支援、プロジェクト管理支援を委託した。 

 開発基本計画策定等に際しては、高い技術力が必要であったため、総合評価方式（加

算方式）とした。 

 従事者に「情報処理の促進に関する法律」に基づく情報処理技術者試験によるシステム

アーキテクトの資格を有するもの 1名、ITストラジテスト、プロジェクトマネージャの資格

を有するもの、米国プロジェクトマネジメント協会が認定する PMPの資格を有するもの 1

名以上を含むこととした。 
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項目 内容 

 開発基本計画策定時の総合評価では、第三者として中立な立場にてベンダに対応して

もらえることを重視し、評価要素とした。 

 以下 4点のメリットが挙げられる。 

・ 従事者の高い知見により、RFI等でベンダから提出された金額の妥当性等について、

FP法等に基づき精査できた。 

・ 消防システム以外のシステムに係る知見も豊富であったため、調達仕様書に SLAを盛

り込む等、有益な調達ができた。 

・ 適切な本市への助言、受注ベンダから提出されたドキュメント確認や業務の進め方の

是正指導等により、円滑に事業の進捗管理が行えた。 

・ 指令系・OA系システムの要件定義や設計過程等において、調達仕様書の記載内容と

の整合性の確認が円滑に行えた。 

 一方で、拠点を本市近郊に置いていなかったため、データ交換ツールの利用や本市内

の再委託先拠点確保等により補完した。 

今後の課題等  公平性や競争性を確保した上で、業務（工事）の発注単位の決定が必要である。 

 情報処理システム調達のスキームで調達する場合、評価基準（価格と技術提案の比

率）、評価項目の策定等で調達手続きに一定の期間が必要である。 

 地形的な要因や、長年培った独自の運用等があり、独自機能の排除は困難である。 

 技術力の高い外部支援業者の支援が必須だが、当該事業者調達のスキームが仙台市

にない。 

 通信費や運用保守について、質を確保しながら、更なる費用縮減の検討が必要である。 

 更新後のシステムについて、効果の検証が必要である。 

 AI、IoT技術等、今後の技術革新を注視し、次期システムの機能検討が必要である。 

2.4.3. アンケート調査 

1） 調査概要 

全国の消防本部に対して実施した、過去の消防救急無線や消防指令システムの発注に係

るアンケート調査項目の概要を以下に、アンケート調査の概要を表 2-10 にそれぞれ示す。 

なお、詳細なアンケート調査項目は「参考資料 2 アンケート調査項目一覧」を参照され

たい。 

⚫ 消防本部の基本情報 

⚫ 現在導入している消防指令システムの概要 

⚫ 現在導入している消防救急無線の概要 

⚫ 直近の消防指令システムの更新事例と発注内容 

⚫ 直近の消防救急無線の更新事例と発注内容 

⚫ 異なる構築事業者の設備・システムの接続に係る発注における奏功事例と提案内容 

表 2-10アンケート調査概要 

項目 内容 

実施対象 全国 728消防本部 

実施期間 2018年 7月 30日～2018年 8月 24日 

実施方法 電子メールでのアンケート回答票の送付及び回収 

2） 回答状況 

アンケート調査の全体回答状況を表 2-11に示す。 
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表 2-11アンケート調査全体回答状況 

項目 内容 

消防救急無線に関する
回答数 

629件 

消防指令システムに関
する回答数 

544件 
※複数消防本部により指令業務を共同運用している場
合は、共同運用単位を 1件として集計 

3） 調査結果 

主なアンケート調査結果を以下に示す。 

(1) 消防指令システムと消防救急無線の接続事業の発注概要 

アンケート 1-1-5「消防指令システムと消防救急無線の接続事業の発注概要」の調査結果

を図 2-5 に示す。本項目は、消防指令システムまたは消防救急無線の更新業務を発注する

際、当該システムと接続している他方のシステムの改修業務との発注形態を確認すること

を目的とした。 

結果として、消防指令システムまたは消防救急無線の更新業務と他方のシステムの改修

業務を一括で発注しているケースが約 60%であり、個別に発注しているケースは約 8%にと

どまっていることが確認された。 

 

図 2-5 消防指令システムと消防救急無線の接続事業の発注概要 

(2) 発注に係る専任職員数 

アンケート 1-2-1-1「消防指令システムの発注に従事した職員数（専任）」及び 1-3-1-1「消

防救急無線の発注に従事した職員数（専任）」の調査結果を図 2-6に示す。本項目は、消防

指令システムまたは消防救急無線の更新業務を発注する際、消防本部側の発注に係る作業

を専任で担当する職員の確保状況を確認することを目的とした。 

結果として、消防指令システム及び消防救急無線の発注ともに、専任職員数が 0名である

消防本部は約 20%存在することが確認された。 

322 (59%)

43
(8%)

51 (9%)

133 (24%)

1-1-5. 消防指令システムと消防救急無線の接続事業の発注概要

既設接続設備の改修業務とシステム等更新業務

を一括発注

既設接続設備の改修業務とシステム等更新業務

を個別に発注

消防指令システムと消防救急無線の連携は行わ

なかったため、接続事業は不要であった

その他
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図 2-6 消防指令システム及び消防救急無線の発注に従事した専任職員数 

(3) 職員への教育実施有無 

アンケート 1-2-1-3「消防指令システムの発注における職員への発注に係る教育の実施有

無」及び 1-3-1-3「消防救急無線の発注における職員への発注に係る教育の実施有無」の調

査結果を図 2-7 に示す。本項目は、消防指令システムまたは消防救急無線の更新業務を発

注する際、消防本部職員の知識醸成を目的とした発注に係る研修等の教育の実施状況を確

認することを目的とした。 

結果として、消防指令システム及び消防救急無線の発注ともに、消防本部職員への発注に

係る教育の実施率は約 10%強にとどまっていることが確認された。 

 

図 2-7 消防指令システム及び消防救急無線の発注における職員への発注に係る教育の実施有無 

(4) 市長部局からの支援状況 

アンケート 1-2-1-5「消防指令システムの発注における市長部局内の他部局からの支援有

無」及び 1-3-1-5「消防救急無線の発注における市長部局内の他部局からの支援有無」の調

査結果を図 2-8 に示す。本項目は、消防指令システムまたは消防救急無線の更新業務を発

注する際、市長部局内の他部局から消防本部への発注に係る手続き等についての支援状況

を確認することを目的とした。 

結果として、消防指令システム及び消防救急無線の発注ともに、市長部局内の他部局から

支援を受けた事例は約 40%にとどまっていることが確認された。 

115 (21%)

94 (17%)

118 (22%)

69 (13%)

24 (4%)

7 (1%)

11 (2%)

5 (1%)
3 (1%)

1 (0%)

12 (2%)

85 (16%)

1-2-1-1. 消防指令システムの発注に従事した専任職員数

0名

1名

2名

3名

4名

5名

6名

7名

8名

9名

10名以上

記載なし

121 (26%)

99 (21%)126 (27%)

73 (15%)

18 (4%)6 (1%)

8
(2%) 6 (1%)

3 (1%) 0 (0%) 8 (2%)

2 (0%)

1-3-1-1. 消防救急無線の発注に従事した専任職員数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

8人

9人

10人以上

記載なし

459 (84%)

66 (12%)

19 (4%)

1-2-1-3. 消防指令システムの発注における職員への

発注に係る教育の実施有無

無し

有り

記載なし 469 (74%)

93 (15%)

67 (11%)

1-3-1-3. 消防救急無線の発注における職員への発注

に係る教育の実施有無

無し

有り

記載なし
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図 2-8 消防指令システム及び消防救急無線の発注における市長部局内の他部局からの支援有無 

  

297 (55%)
224 (41%)

23 (4%)

1-2-1-5. 消防指令システムの発注における

市長部局内の他部局からの支援有無

無し

有り

記載なし

214 (34%)

245 (39%)

170 (27%)

1-3-1-5. 消防救急無線の発注における

市長部局内の他部局からの支援有無

無し

有り

記載なし
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① 消防本部の規模における傾向 

消防指令システムの発注における市長部局内の他部局からの支援有無について、消防本

部の規模別の傾向を確認するため、発注した消防指令システムが該当する高機能消防指令

センター総合整備事業の区分（Ⅰ型・離島型、Ⅱ型、Ⅲ型）ごとに集計した。集計結果を図 

2-9に示す。 

結果として、市長部局内の他部局からの支援実施率は、Ⅰ型・離島型 30%, Ⅱ型 43%, Ⅲ

型 63％となっており、消防本部の規模に応じて実施率が高くなる傾向が確認された。 

 
図 2-9 消防本部規模毎の市長部局内の他部局からの支援有無 

② 広域化消防本部における傾向 

消防指令システムの発注における市長部局内の他部局からの支援有無について、広域化

消防本部の傾向を確認するため、広域連合方式及び一部事務組合方式を採用している消防

本部の回答結果を集計した。なお、事務委託方式を採用した消防本部は除外している。集計

結果を図 2-10に示す。 

結果として、市長部局内の他部局からの支援実施率は、消防指令システムの発注において

は 31%、消防救急無線の発注においては 38%であり、図 2-8 に示した消防本部全体の実施

率と比較して消防指令システムは低くなる傾向が確認された。 

131 (68%)

58 (30%)

4 (2%)

消防指令システム（Ⅰ型・離島型）の発注における

市長部局内の他部局からの支援有無

支援を受けていない

支援を受けている

記載なし 126 (55%)

99 (43%)

5 (2%)

消防指令システム（Ⅱ型）の発注における

市長部局内の他部局からの支援有無

支援を受けていない

支援を受けている

記載なし

27 (32%)

53 (63%)

4 (5%)

消防指令システム（Ⅲ型）の発注における

市長部局内の他部局からの支援有無

支援を受けていない

支援を受けている

記載なし
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図 2-10広域化消防本部における市長部局内の他部局からの支援有無 

(5) 情報提供依頼（RFI）及び意見招請（RFC）の実施状況 

RFI は複数の事業者に対して技術情報や見積り等の提供を依頼することであり、RFC は

複数の事業者に対して調達仕様書に対する意見の提供を依頼することであり、情報システ

ムの発注においては一般的に実施されている手続きである。アンケート 1-2-3-3-13「消防指

令システムの発注における調達仕様書検討段階における RFI の実施有無」、1-3-3-3-13「消

防救急無線の発注における調達仕様書検討段階における RFI の実施有無」、1-2-3-3-20「消

防指令システムの発注における調達仕様書（案）に対する RFC の実施有無」、1-3-3-3-20「消

防救急無線の発注における調達仕様書（案）に対する RFC の実施有無」の調査結果を図 2-11

に示す。本項目は、消防指令システムまたは消防救急無線の更新業務を発注する際、消防本

部による RFI及び RFC の実施状況を確認することを目的とした。 

結果として、消防指令システム及び消防救急無線の発注ともに、RFI 及び RFC の実施率

は約 20%にとどまっていることが確認された。 

72 (55%)
50 (38%)

9
(7%)

広域化消防本部の消防救急無線の発注における

市長部局内の他部局からの支援の有無

無し

有り

記載なし
72 (55%)41 (31%)

18 (14%)

広域化消防本部の消防指令システムの発注にお

ける市長部局内の他部局からの支援の有無

無し

有り

記載なし
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図 2-11 RFI及び RFCの実施有無 

① 消防本部の規模における傾向 

消防指令システムの発注における RFI及び RFC の実施率について、消防本部の規模別の

傾向を確認するため、発注した消防指令システムが該当する高機能消防指令センター総合

整備事業の区分（Ⅰ型・離島型、Ⅱ型、Ⅲ型）ごとに集計した。集計結果を図 2-12及び図 

2-13に示す。 

結果として、RFIの実施率は、Ⅰ型・離島型 17%, Ⅱ型 24%, Ⅲ型 30％、RFC の実施率は、

Ⅰ型・離島型 13%, Ⅱ型 14%, Ⅲ型 24％となっており、RFI 及び RFC ともに消防本部の規

模に応じて実施率が高くなる傾向が確認された。 

378 (70%)

119 (22%)

1 (0%)

46 (8%)

1-2-3-3-13. 消防指令システムの発注における

調達仕様書検討段階におけるRFIの実施有無

無し

有り

不明

記載なし

405 (74%)

80 (15%)

1 (0%)
58 (11%)

1-2-3-3-20. 消防指令システムの発注における

調達仕様書（案）に対するRFCの実施有無

無し

有り

不明

記載なし 440 (70%)

89 (14%)

1 (0%) 99 (16%)

1-3-3-3-20. 消防救急無線の発注における

調達仕様書（案）に対するRFCの実施有無

無し

有り

不明

記載なし

414 (66%)

125 (20%)

1 (0%) 89 (14%)

1-3-3-3-13. 消防救急無線の発注における

調達仕様書検討段階におけるRFIの実施有無

無し

有り

不明

記載なし
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図 2-12消防本部規模毎の RFI 実施有無 

 

図 2-13消防本部規模毎の RFC実施有無 

149 (77%)

33 (17%)

11 (6%)

消防指令システム（Ⅰ型・離島型）の発注にお

けるRFIの実施有無

実施していない

実施している

記載なし
163 (71%)

55 (24%)

12 (5%)

消防指令システム（Ⅱ型）の発注におけるRFI

の実施有無

実施していない

実施している

記載なし

55 (65%)

25 (30%)

4 (5%)

消防指令システム（Ⅲ型）の発注におけるRFI

の実施有無

実施していない

実施している

記載なし

59 (70%)

20 (24%)

5 (6%)

消防指令システム（Ⅲ型）の発注におけるRFC

の実施有無

実施していない

実施している

記載なし

178 (78%)

33 (14%)

19 (8%)

消防指令システム（Ⅱ型）の発注におけるRFC

の実施有無

実施していない

実施している

記載なし

153 (79%)

25 (13%)

15 (8%)

消防指令システム（Ⅰ型・離島型）の発注にお

けるRFCの実施有無

実施していない

実施している

記載なし
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2.4.4. ヒアリング調査 

1） 実施概要 

2.4.3 に示したアンケート調査を踏まえ、消防指令システムまたは消防救急無線の発注に

おいて奏功事例と認められる取組を実施している消防本部に対して対面でのヒアリング調

査を実施した。また、消防指令システムまたは消防救急無線の発注において、研究会で検討

してきた対応が必ずしも実施されていないと考えられる小規模な消防本部に対して電話で

のヒアリング調査を実施した。奏功事例に係るヒアリング調査概要を表 2-12、小規模な消

防本部へのヒアリング調査概要を表 2-13にそれぞれに示す。 

表 2-12奏功事例に係るヒアリング調査概要 

対象 実施日時 実施方法 ヒアリング理由 

富山市消防局 2018年 9月 20日（木） 

13:00~15:00 

実施対象の担

当者へ対面に

て実施 

 異メーカーの消防救急無線と消防指

令システムの接続を実現 

 市長部局からの支援有り 

 RFI及び RFCを実施 

 既設消防指令システムの改修を別発

注にて実施 

佐世保市消防局 2018年 9月 27日（木） 

13:00~15:00 

 異メーカーの消防救急無線と消防指

令システムの接続を実現 

 職員への研修の実施 

 市長部局からの支援有り 

 RFI及び RFCを実施 

 既設消防指令システムの改修を別発

注にて実施 

豊田市消防本部 2018年 10月 2日（火） 

15:00~16:30 

 市長部局からの支援有り 

 RFI及び RFCを実施 

 消防指令システムの更新及び消防救

急無線の更新を同時一括調達で実施 

本部町今帰仁村消

防組合消防本部 

2018年 11月 15日（木） 

9:30~11:00 

 消防指令システムと消防救急無線の

システム連携を実施せず、既設消防

救急無線の改修を回避 

最上広域市町村圏

事務組合消防本部 

2018年 11月 29日（木） 

13:30~15:30 

 既設消防指令システムの改修を別発

注にて実施 

表 2-13小規模な消防本部へのヒアリング調査概要 

対象数 実施日時 実施方法 ヒアリング理由 

4消防本部 2019年 1月 25日（金） 

10:00~11:30 

実施対象の担当

者へ電話 

 消防指令システム規模がⅠ型・離島型 

 消防指令システムまたは消防救急無線の更新

業務と他方の改修業務を一括で発注 

 消防指令システム構築事業者と消防救急デジ

タル無線活動波構築事業者が同一メーカー 

 RFIおよび RFCの実施無し 

 市長部局からの支援無し 

 発注に従事した専任職員数が 0名 

 職員への教育の実施無し 

2） 調査結果 

(1) 富山市消防局 

富山市消防局へのヒアリング調査結果を表 2-14 に示す。 
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表 2-14富山市消防局のヒアリング調査結果 

項目 内容 

管轄人口 417,227人（平成 30年 4月 1日時点） 

発注概要 消防救急無線の更新及び消防指令システムの改修を別発注にて実施 

予定価格 消防救急無線の更新：約 786百万円(税抜) 消防指令システムの改修：約 28百万円(税抜) 

応札者数 3社 

落札価格 消防救急無線の更新：約 550百万円(税抜) 消防指令システムの改修：約 28百万円(税抜) 

ヒアリング

結果 

 富山市ルールに則り、情報統計課へ導入計画書および調達計画書を提出し、審査を受けた。 

 RFI/RFCを実施し、3社から回答を受領した。 

 消防救急無線発注の公平性担保のため、消防指令システム改修業務は別発注とした。また、

改修業務を先に発注した。 

 既存メーカーから見積明細を受領した上で改修費用の協議を実施した。 

 消防指令システムと消防救急無線で連携する機能の取捨選択の結果、消防指令システムと消

防救急無線でデータ連携は行わず音声接続に関する機能のみに絞った。このことで、消防指

令システムと消防救急無線の接続は、データ連携する場合と比較して改修費用の低廉化が図

られたと考える。 

 消防本部間でシステム更新に係る事例を共有する場が無いため、システム更新に関わる事例

を同規模の消防本部にアンケートで確認し、参考としている。そのため、全国消防長会等でシ

ステム更新に関わる情報共有を行っても良いと考える。 

 定常的に発注が発生するわけではないため、常に発注に係る担当者を確保することは難しく、

発注に係るノウハウの継承が課題と認識している。 

(2) 佐世保市消防局 

佐世保市消防局へのヒアリング調査結果を表 2-15に示す。 

表 2-15佐世保市消防局のヒアリング調査結果 

項目 内容 

管轄人口 329,317人（平成 30年 4月 1日時点） 

発注概要 消防救急無線の更新及び消防指令システムの改修を別発注にて実施 

予定価格 消防救急無線の更新：約 842百万円(税抜) 消防指令システムの改修：非公表 

応札者数 9社 

落札価格 消防救急無線の更新：約 760百万円(税抜) 消防指令システムの改修：約 97百万円(税抜) 

ヒアリング

結果 

 情報政策課からは調達方法の助言、契約管理室からは一般入札に係るルールの助言と入札

の手続きの助言を受けた。 

 RFI及び RFCを実施し、4社から回答を受領した。 

 消防救急無線発注の公平性担保のため、消防指令システム改修業務は別発注とした。また、

改修業務を先に発注した。 

 既存メーカーに対して他社が実現不可である機能をヒアリングした上で、実装する機能の取捨

選択を実施した。 

 消防救急無線の発注方式は、各メーカーの提案の余地は少ないと判断したため、最低価格

落札方式を採用した。 

 消防指令システムと消防救急無線で連携する機能の取捨選択の結果、消防指令システムと消

防救急無線でデータ連携は行わず音声接続に関する機能のみに絞った。ただし、セレコー

ル、ショートメッセージ等の機能は、各指令台付近に設置した無線遠隔制御器で使用可能と

なっている。運用上大きな支障は生じていない。 

 消防救急無線の調達仕様書に「既設指令台との接続に必要な共通仕様書に準拠したインタ

フェースを開示すること」と記載し、次回の更新に備えた。 

 発注に携わる職員への研修として、毎年 2回程度佐世保市職員課が開催する研修会に参加

している。研修会では、契約方法等の説明が行われている。 

 次期消防指令システムの更新に向けて専任職員 1名を配置している。 

(3) 豊田市消防本部 

豊田市消防本部へのヒアリング調査結果を表 2-16に示す。 
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表 2-16豊田市消防本部のヒアリング調査結果 

項目 内容 

管轄人口 424,500人（平成 30年 4月 1日時点） 

発注概要 消防指令システム及び消防救急無線の更新を同時一括発注にて実施 

予定価格 約 5,370百万円(税抜) ※5年間の長期継続契約、保守費用も含む 

応札者数 3社 

落札価格 約 3,755百万円(税抜) ※5年間の長期継続契約、保守費用も含む 

ヒアリング

結果 

 他部局より業者選定方法及びプロポーザルの進め方等について支援を受けた。財政課から

は予算措置及び債務負担行為について、防災対策課からは設備の共用、アプローチ回線の

共用及び防災行政無線設備との接続について、情報システム課からは仕様書と参考見積を

踏まえて情報セキュリティおよび価格について支援を受けた。 

 RFI/RFCを実施し、3社から回答を受領した。 

 同時一括発注のメリットは、契約事務が一本化されること、また同一メーカーとなるためシステ

ム間のインタフェースに係る問題が解消できることである。 

 同時一括発注のデメリットは、整備費用が高額となること、調整事項が多岐にわたり時間を要

すること、構築期間が長期間にわたることである。 

 ただし、整備費用は別発注とした場合と大差なく、調整事項もシステム間のインタフェースに係

る調整に比べれば軽微であるため、同時一括発注のメリットの方が大きいと考える。 

 発注に係る専任職員は作業繁忙によって 2名～3名としており、担当者間のノウハウ継承の

ために前任者と後任者の担当時期を被らせている。 

 共通インタフェース仕様の作成により、消防指令システムと消防救急無線の別発注といった選

択肢を増やすことが可能となる。 

(4) 本部町今帰仁村消防組合消防本部 

本部町今帰仁村消防組合消防本部へのヒアリング調査結果を表 2-17に示す。 

表 2-17本部町今帰仁村消防組合消防本部のヒアリング調査結果 

項目 内容 

管轄人口 23,067人（平成 30年 4月 1日時点） 

発注概要 消防救急無線及び消防指令システムを同時かつ別発注にて実施 

予定価格 消防指令システムの構築：非公表(税抜) 

応札者数 3社（消防指令システムの構築） 

落札価格 消防指令システムの構築：約 40百万円(税抜) 

ヒアリング結果  当消防本部の入電件数は、1日数件であることから、消防指令システムと消防救急無線

の連携は不要と判断し、データ接続及び音声接続を実施しなかった。 

 消防指令システムと無線遠隔制御器を同一卓に設置し、指令終了後に無線運用を開始

するという運用を同一卓で実施していることから、運用上の不都合はない。 

 消防指令システムの見積りを 3社から取得した上で、見積り内容の精査および不要な機

能の削減を行ったことで、費用を削減した。また、県内他消防本部の費用も参考にした。 

 専任 2名、兼任 4名のプロジェクトチームを構成した。 

 消防指令システムの発注においては、価格点に加えて技術点も加味して受注者を評価

した。また、評価項目に構築費用だけでなく運用保守費用を加えて、運用保守費用の低

廉化を図った。 
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(5) 最上広域市町村圏事務組合消防本部 

最上広域市町村圏事務組合消防本部へのヒアリング調査結果を表 2-18に示す。 

表 2-18最上広域市町村圏事務組合消防本部のヒアリング調査結果 

項目 内容 

管轄人口 76,127人（平成 30年 4月 1日時点） 

発注概要 消防救急無線の更新業務と消防指令システムの改修業務を個別に発注 

予定価格 消防救急無線の更新：約 457百万円(税抜) 消防指令システムの改修：約 18百万円(税抜) 

応札者数 3社 

落札価格 消防救急無線の更新：約 366百万円(税抜) 消防指令システムの改修：約 18百万円(税抜) 

ヒアリング結果  過去に消防関係のシステムを更新した際、一部既設システムの改修も含めて発注を行

い、既設システムの既設構築事業者とシステム構築事業者の間で連携業務が円滑に実

施できなかった経験があったため、消防救急無線の更新時には消防指令システムの改

修業務を別発注とした。 

 調達仕様書の一部については、複数事業者に展開して意見を求めた。 

 消防救急無線の更新業務において、特定の事業者に有利にならないよう複数事業者に

ヒアリングした上で、消防指令システムとの連携を音声接続のみに絞った。 

(6) 小規模な消防本部 

小規模な消防本部へのヒアリング調査結果を表 2-19に示す。 

表 2-19小規模な消防本部へのヒアリング調査結果 

対象 ヒアリング結果 

A消防本部 

 直近の更新は消防救急デジタル無線であり、既設接続設備（消防指令システム）の改修業

務も含めて一括発注とした。 

 発注における応札者数は 1社であった。 

 新規システムの構築と既設接続設備の改修を一括発注することに対する課題は認識してい

るが、個別発注とする場合の手続き等について知見がないため、研究会で策定するガイドラ

イン等を活用したい。 

B消防本部 

 直近の更新は消防指令システムであり、既設接続設備（消防救急デジタル無線）の改修業

務も含めて一括発注とした。 

 発注における応札者数は 1社であった。 

 新規システムの構築と既設接続設備の改修を一括発注することに対する課題は認識してい

るが、個別発注にすることで全体として発注費用が高額になることを懸念している。 

 地方の小規模な消防本部では応札事業者が限られてくるため、複数応札者が見込めない

可能性がある。 

 研究会で策定する共通インタフェース仕様を活用したい。 

C消防本部 

 直近の更新は消防指令システムであり、既設接続設備（消防救急デジタル無線）の改修業

務も含めて一括発注とした。 

 発注における応札者数は複数社であった。 

 公正取引委員会の指摘を踏まえた直近の対策は想定していないが、次回発注時には外部

支援業者からの支援を検討する予定である。 

 発注においては、最も安価な応札者に対応してもらいたい。 

D消防本部 

 直近の更新は消防指令システムと消防救急デジタル無線の一括発注であり、消防指令シス

テムは初めて導入した。 

 既設接続設備は無かったため、特に発注における課題は認識していない。 

2.4.5. ガイドライン調査 

1） 実施概要 

インターネット上で公表されている国、都道府県及び市区町村が策定した情報システム
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の発注に係るガイドライン、また地方自治体向けガイドラインを収集し、消防本部による消

防指令システム及び消防救急無線の発注に資する内容を整理した。ガイドライン調査の概

要を表 2-20に、整理対象としたガイドラインを表 2-21にそれぞれ示す。 

表 2-20ガイドライン調査概要 

項目 内容 

実施対象 インターネットで公表されている国、都道府県及び市区町村が策定した情報システムの発注に

係るガイドライン及び地方自治体向けガイドライン 

実施期間 2018年 8月 1日～2018年 10月 5日 

実施手順 ⚫ インターネット上で公表されている国、都道府県及び市区町村の情報システムの発注に係

るガイドラインを調査・収集 

⚫ 地方自治体向けの情報システムの発注に係るガイドラインを調査・収集 

⚫ 各ガイドラインの記載内容の抽出 

⚫ 各ガイドラインの記載内容の分類・比較 

表 2-21整理対象のガイドライン 

分類 策定主体 制定日／改正日 ガイドライン名 

国 各府省情報化統括責任者

（CIO）連絡会議決定 

平成 30年 3月 30日最

終改定 

デジタル・ガバメント推進標準ガイドラ

イン －サービス・業務改革並びに政

府情報システムの整備及び管理につ

いて－ 

国 各府省情報化統括責任者

（CIO）連絡会議決定 

平成 19年 3月 1日 情報システムに係る政府調達の基本

指針 

都道府県 和歌山県企画部企画政策局情

報政策課 

平成 21年 1月第 3版 和歌山県情報システム調達ガイドライ

ン本編・入札/契約の手引き 

都道府県 沖縄県企画部総合情報政策課 平成 28年 5月 沖縄県総合情報システムガイドライン 

政令市 大阪市 ICT戦略室 平成 29年 4月 大阪市 ICT調達ガイドライン 

市区町村 浦安市情報政策課 平成 28年 4月改正 浦安市情報システム調達指針  

市区町村 豊島区 平成 19年 12月 豊島区情報システム調達ガイドライン 

市区町村 中野区政策室 業務マネジメン

ト改革分野 情報政策推進担当 

平成 26年 8月 中野区情報システム調達ガイドライン 

2） 調査結果 

(1) 国、都道府県及び市区町村が策定した情報システムの発注に係るガイドライン 

表 2-21に示したガイドラインについて、以下の記載内容の整理及び比較を行った。 

⚫ 記載内容の抽出においては、各ガイドラインの目次を参照した。 

⚫ 記載内容の比較については、情報システム構築における 7つの工程（基本方針等、企

画、調達、開発、検収、運用・保守、評価）ごとに、抽出した各ガイドラインの目次

を整理した。 

記載内容の整理結果を踏まえた、調査結果を以下に示す。 

⚫ 国が公開している「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」は、情報システム

構築の工程における作業内容が網羅的に記載されていた。当該ガイドラインの記載

内容概括は、「参考資料 3 デジタル・ガバメント推進標準ガイドラインの記載内容

概括」を参照されたい。 

⚫ 都道府県及び市区町村のガイドラインについては、各都道府県及び市区町村が重要

視するポイントが丁寧に記載されていた。 
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⚫ 消防指令システム及び消防救急無線の発注における留意点の整理においては、情報

システム構築の工程が網羅的に記載されている、「デジタル・ガバメント推進標準ガ

イドライン」を基に検討することとした。 

(2) 地方自治体向けの発注に係るガイドライン 

地方自治体向けに整備された発注に係るガイドラインについては、該当するガイドライ

ンの存在は確認できなかったため、総務省が公表している自治体 CIO 育成のための「自治

体 CIO育成地域研修教材」を確認した。 

当該研修教材内の「4-2_調達仕様書の作成とコストの適性化」において、「情報システム

に係る政府調達の基本指針」（現：デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン）を参考に

すべきとの記載を確認した。当該記載箇所を図 2-14に示す。 

 
図 2-14自治体 CIO育成地域研修教材の抜粋 

国、都道府県及び市区町村、また地方自治体向けの発注に係るガイドライン整備状況の調

査結果を踏まえ、消防本部向けのガイドライン作成においては、国のガイドライン「デジタ

ル・ガバメント推進標準ガイドライン」をベースとして検討を進めることが妥当であること

を確認した。  
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2.5. 消防救急無線と消防指令システムの発注における課題に対する対応方針 

これまでの検討経緯を踏まえ、2.3で示された消防救急無線と消防指令システムの発注に

おける課題に対して取り組むべき対応方針を以下に示す。 

2.5.1. 消防指令システムと消防救急無線のインタフェース仕様が統一されていない 

1） 共通インタフェース仕様の活用 

本研究会からの依頼に基づき、平成 29年度より、TTC において消防指令システムと消防

救急無線の間の共通インタフェース仕様の策定作業が進められている。 

共通インタフェース仕様の策定により、各消防本部における消防指令システムや消防救

急無線の整備・更新の際に、この仕様に準拠した接続を行うことで、異メーカー設備間の相

互接続性が確保され、メーカー間で競争が働くことが期待される。 

このため、各消防本部においては、消防指令システムや消防救急無線の整備・更新事業を

行う際には、両システムの接続について、この仕様に基づいて行うよう調達仕様書において

明記することが望ましい。 

なお、共通インタフェース仕様については、現行の消防指令システムや消防救急デジタル

無線で使用されている機能は、原則としてすべてインタフェース仕様を規定する方針のも

とで策定作業が進められているが、今後行われる消防本部における消防指令システムや消

防救急デジタル無線の調達の際に、必ずしもそれら全ての機能の採用を求めるものではな

い。 

ある機能を実現する方法について、メーカーを問わず共通インタフェース仕様に従うこ

とを求めるものであり、その機能がそもそも必要かどうかは、後述するように各消防本部が

判断する必要がある。 

なお、共通インタフェース仕様は、新規参入事業者を含めてすべてのメーカーによる消防

指令システムと消防救急無線の接続、連携を実現するために広く公開することを前提とし

ているため、セキュリティ確保の観点から、指令制御装置と無線回線制御装置の間の接続箇

所については、第三者が容易にアクセスできないように措置する必要がある。現に、共通イ

ンタフェース仕様の主たる適用箇所となる指令制御装置と無線回線制御装置については、

ともに入室管理が施された通信機械室内に設置されており、これらの設備がお互いに離れ

た場所に設置されている場合には専用線等の第三者がアクセスできない回線の使用や、多

重無線等の無線区間における暗号化などの措置が講じられていることが一般的であると思

われるが、改めてセキュリティ確保のための措置が適切に行われていることを確認する必

要がある。 

 

2） 共通インタフェース仕様のメンテナンス 

将来の技術の進展や消防側の新たなニーズに伴い、共通インタフェース仕様に盛り込ま

れていない独自機能の拡張が各消防本部の判断で行われることも考えられる。このため、共

通インタフェース仕様は継続的にメンテナンスを行う必要がある。 

この点については、本研究会は、本報告書のとりまとめをもって一旦活動を終了すること

になるが、共通インタフェース仕様のメンテナンスについては、その策定作業が進められて
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いる TTC の場で行われる予定である。 

2.5.2. 整備・更新事業に伴い発生する既設設備の改修作業等の取扱い 

1） 整備・更新事業と既設設備の改修作業との責任範囲の明確化 

消防指令システムや消防救急無線の整備・更新を行う際に、既設設備との接続のために既

設設備の改修や中間サーバーの設置が必要となる場合には、既設設備メーカー以外の事業

者が入札に参加できなくなることを防ぐため、別の事業に切り分けることが必要である。 

また、設備の整備・更新に係る業務の入札における事業者間の競争性を確保し、適正な価

格による調達を実現するためには、単に設備の整備・更新に係る業務と既設設備の改修に係

る業務を分けるだけではなく、設備の整備・更新業務の仕様の中に、既設設備メーカー以外

には対応できない内容が含まれてしまうことが無いように留意する必要がある。 

この点については、消防本部で作成した調達仕様書案に対して、複数の事業者への意見招

請（RFC）等を通じて、特定の事業者のみが対応できる技術や作業が含まれていないかどう

かを検証し、必要に応じて、寄せられた意見を踏まえて仕様書の修正を行うことが望ましい。 

 

2） 整備・更新設備と既設設備の接続に係る調整 

整備・更新を行う事業者が既設設備のメーカーと異なる場合や、消防指令システムと消防

救急無線の整備・更新を同時に行い、それぞれ異なる事業者と契約した場合には、両システ

ム間の接続に係る調整をそれぞれの事業者に任せるのではなく、京都市消防局のように、発

注元の消防本部が主体となって必要な調整を行うことが望ましい。 

なお、異なるメーカーのシステム同士の接続に係る調整を行うには、担当者に消防指令シ

ステムと消防救急無線双方の知識が求められるが、消防指令システムや消防救急無線の整

備・更新は頻繁に行われるものではないため、担当職員にノウハウが蓄積しにくいという課

題がある。特に、専門の部署や人員を持たない小規模な消防本部においては知識・技量面で

対応が難しいことも予想される。 

こうした課題を解決する方策として、東大阪市消防局や富山市消防局、佐世保市消防局な

どのように、市長部局の協力を得ながら事業を進める方法や、仙台市消防局のように、外部

支援業者の協力を得る方法が有効と考えられる。 

また、消防本部間でシステム調達に係る事例を収集・共有する仕組みを構築し、全国の消

防本部におけるシステム調達に関するノウハウを共有することも有効であると考えられる。 

2.5.3. 共通インタフェース仕様に盛り込まれていない独自仕様の取扱い 

1） 独自機能に係るインタフェース仕様の開示 

前述のとおり、技術の進展や消防側の新たなニーズに伴い、共通インタフェース仕様に盛

り込まれていない独自機能の拡張が各消防本部の判断で行われることも考えられる。 

各消防本部においては、共通インタフェース仕様に盛り込まれていない独自機能を盛り

込む際には、その独自機能のインタフェース仕様に係る文書を完成図書と併せて納入させ

るなど、その機能に係るインタフェース仕様が将来の設備更新等の際に特定メーカーへの
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依存に繋がることがないようにする必要がある。 

2） 独自機能に係るインタフェース仕様の開示に係る瑕疵担保 

仮に、納入された独自機能に係るインタフェース仕様に不備があったとしても、担当職員

が検収段階で納入された文書のみから判断することは極めて困難である。 

このため、独自機能のインタフェース仕様に係る文書を納入させる際には、納入されたイ

ンタフェース仕様に不備があり、新たに整備・更新するシステムとの間の接続に必要な情報

が記載されていないことが明らかになった場合には、不足しているインタフェース仕様の

開示を求めることが望ましい。 

ただし、インタフェース仕様の開示にあたっては、メーカーが担う瑕疵担保責任範囲・期

間と一致しない場合があることに留意する必要がある。調達時においては、このことに留意

し、適切な瑕疵担保期間の設定を行うことが望ましい。 

2.5.4. 既設設備の改修や中間サーバーの設置 

1） 事業費の妥当性の検証 

既設設備の改修や中間サーバーの設置に係る費用の妥当性については、消防本部側で検

証を行うことが困難であるが、前述の消防本部間でシステム調達に係る事例を収集・共有す

る仕組みを活用して、管轄人口、地理的条件、設備の規模等の条件が同等の消防本部におけ

る事例を参考として、事業費の妥当性を検証することが有効であると考えられる。 

また、異なるメーカーのシステム同士の連携については、消防分野以外でも行われている

ものであることから、市長部局や外部支援業者の協力を得る方法も有効と考えられる。 

このほか、既設設備の改修や中間サーバーの設置に限らず、事業費全体を圧縮する方法と

して、競争性が確保されている整備・更新設備について、入札の際に整備費用だけでなく保

守・修繕費用等のランニングコストも含めた比較評価を行う方法が考えられる。その際には、

仙台市消防局や本部町今帰仁村消防組合消防本部のように、単年度費用による比較ではな

く、複数年の費用による比較を行うことが望ましい。 

2） 消防指令システムと消防救急無線の接続が必要な機能の検証 

消防指令システムと消防救急無線とで連携する機能が増えるほど、その調整や設備改修

に係るコストも増大することになる。 

このため、消防指令システムや消防救急無線の整備・更新の際には、富山市消防局や佐世

保市消防局のように音声のみの接続に限った例や、本部町今帰仁村消防組合消防本部のよ

うに、無線の遠隔制御器を指令台に設置することで、両システムの接続は一切行わずに運用

する方法があることも考慮しつつ、両システム間での接続を行う機能を必要最低限のもの

に限るよう、十分に検証することが望ましい。その際には、消防本部職員の知見や既設設備

メーカーからの情報のみで検証を行うのではなく、複数の情報提供依頼（RFI）を行うこと

も有効である。 

2.5.5. 各消防本部がそれぞれの課題に対する対応を適切に実施するための措置 

上記の対応方策においても触れられているとおり、消防救急無線と消防指令システムの
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発注における課題に対して各消防本部が適切に対応するためには、全国の消防本部におけ

るシステム調達に関するノウハウを共有できるようにすることが有効と考えられる。 

このため、表 2-22に示すようなシステム調達に関する情報を消防本部間で共有する仕組

みを構築することが望ましい。 
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表 2-22事例収集項目 

分類 内容 

所属消防本部の属性  消防の広域化の該当有無 

 消防指令業務の共同運用の該当有無 

 消防指令センターの管轄人口、119番通報件数、救急件数 

所属消防本部にて所有

する消防指令システム及

び消防救急無線につい

て 

 メーカー名 

 現行システムの整備年月日 

 消防指令システムの分類 (離島型・I型、Ⅱ型、Ⅲ型等) 

 消防指令システムの指令台数 

 消防救急無線の無線基地局数、無線チャンネル数 

 消防指令システム又は消防救急無線と接続し相互に連携しているシステム（OAシステム、多重無

線設備等） 

 消防救急無線の活動波のデータ通信を活用し実装している機能及び利用状況（AVM、ｾﾚｺｰﾙ

等） 

 ランニングコスト（年額） 

 保守点検の内容 

直近の更新事例  直近に実施された消防指令システム又は消防救急無線の更新範囲 

 既設設備改修業務の発注方式、業者選定理由、契約形態、受注事業者名 

 既設接続設備の改修費用及び妥当性検証の実施有無 

 消防指令システムと消防救急無線の接続にあたり、削減せざるを得なかった機能または他機能で

代替せざるを得なかった機能及びその理由 

 消防指令システムと消防救急無線の接続方法（OD接続、LAN接続、中間サーバーを介した接

続等） 

現行消防指令システム及

び現行消防救急無線の

発注について 

発注体制について 

 共同整備の該当有無 

 発注に従事した職員数（専任） 

 発注に従事した職員数（兼任）及び兼任業務 

 発注に従事した職員の直前の業務 

 発注に従事した技術職職員の有無 

 職員への発注に係る教育の実施有無 

 発注における市長部局内の他部局からの支援有無及び支援内容 

 発注における外部委託業者からの支援有無 

 外部委託業務（発注方式、業者選定理由、概算予算額、契約形態、業者名称、委託内容、予定

価格、委託金額） 

発注内容について 

 発注年月（構築業務開始年月） 

 調達仕様書に含まれている業務(設計・開発、構築、運用保守等) 

 財源内容（一般財源、地方債、補助金等） 

 発注方式、業者選定理由、契約形態 

 受注事業者名及び契約金額 

 通信系設備と情報系設備の一括更新、分離更新の別 

発注の工程及びスケジュールについて 

 構築のための検討の開始から構築事業者の決定までに要した期間 

 構築事業者の決定から運用開始までに要した期間 

 調達仕様書の策定の主体（消防本部主体、委託業者主体） 

 調達仕様書検討段階における情報提供依頼（RFI）の実施有無 

 調達仕様書（案）に対する意見招請（RFC）の実施有無 

 既設メーカー以外の参入障壁となる旨の意見提出の有無及びその内容、調達仕様書等への意見

の反映有無 

 総合評価基準の策定の実施有無 

その他  機器トラブル時に消防本部としてマニュアルを作成しているかどうか 

 消防指令システム等の更新時において、異メーカーの場合においてデータ移行に苦慮したこと 

 異メーカー間接続後に発生したトラブルとその対応策 

 接続に係るインタフェース仕様に不備がないようにどのような対策を行ったか、不備があった場合

どのような対応を行ったか 

 消防、事業者間において、調整に苦労したこと 

 仕様書の妥当性の検証方法 

 経費節約の事例 

 その他参考とすべき事項（仕様書等） 

 



 

38 

 

3. 消防救急無線及び消防指令システムの発注の在り方に関するガイドライン 

3.1. はじめに 

消防指令システム及び消防救急無線の公正な発注の実現に向けて、総務省消防庁では学

識経験者、消防機関及び製造業者等の関係者で構成される「消防指令システム等の相互接続

に関する研究会」（以下、「研究会」という。）を平成 29年度より開催し、消防指令シス

テムと消防救急無線の相互接続性を確保するための技術的詳細及び消防指令システムと消

防救急無線の発注の在り方に関する検討を行ってきた。発注の在り方に関する検討におい

ては、全国の消防本部へのアンケート調査及びヒアリング調査、また国、地方自治体等の発

注に係る既存のガイドライン等の調査を踏まえて、消防指令システム及び消防救急無線の

発注において消防本部が留意すべき事項を抽出している。 

本ガイドラインは、研究会での検討結果を踏まえ、公正な発注が実現できるように消防本

部が消防指令システム及び消防救急無線の発注を行う際の留意点を整理したものである。 

また、今後の情勢変化によって、消防本部が留意すべき事項に変化が生じた場合は、本ガ

イドラインのメンテナンスが望まれる。 

3.1.1. 本ガイドラインの位置づけ 

本ガイドラインは、消防本部にて消防指令システム及び消防救急無線の公正な発注が実

現できるよう、発注に係る消防本部向けの留意点を整理したものである。 

本ガイドラインの記載範囲とする発注対象及び発注の手続きについては、それぞれ「3.1.2

本ガイドラインの適用範囲」及び「3.1.3本ガイドラインの記載範囲」を参照されたい。 

発注に係る留意点については、調達等の発注における各種手続きごとに整理している。詳

細については、「3.2発注の手続きにおける実施内容の概要及び留意点」を参照されたい。 

なお、消防本部によっては、当該消防本部が属する市町村にて別途情報システム等の発注

に係るガイドラインが整備されている場合は、当該ガイドラインを参照することは妨げな

い。 

3.1.2. 本ガイドラインの適用範囲 

本ガイドラインは、消防指令システム及び消防救急無線を発注する際に、消防本部にて参

照されることを想定している。ただし、本ガイドラインの記載内容は、一般的な情報システ

ムの発注において留意すべき事項に即しているため、高所監視カメラ映像電送システム等、

消防指令システムや消防救急無線と密に連携している情報システムの発注においても適宜

参照し、消防本部にて有効に活用いただきたい。特に、各種報告資料等の作成を行う消防事

務系システム（以下、「消防 OA システム」という。）は、消防指令システムに記録された

出動情報等のやり取りを行うなど、消防指令システムと密に連携している場合が多いため、

消防 OA システムの発注においても本ガイドラインを活用いただくことを推奨する。 
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図 3-1 本ガイドラインの記載範囲及び活用が可能な範囲 

3.1.3. 本ガイドラインの記載範囲 

消防指令システム等の情報システムの導入においては、仕様書作成等の発注の手続きに

加えて、実際の情報システム構築や運用・保守といった複数の手続きが存在する。情報シス

テムの導入手順及び本ガイドラインにて整理する留意点の記載範囲とする発注の手続きを

「図 3-2本ガイドラインの記載範囲とする発注の手順」に示す。 

なお、政府情報システムの導入に関する基本的な方針及び手順等については、「デジタル・

ガバメント推進標準ガイドライン」（各府省情報化統括責任者（CIO）連絡会議決定/2018年

3 月 30 日最終改定）にて体系的に整理されている。設計・開発以降の発注に係る手続き以

外の詳細な手順を確認される場合は、「図 3-2 本ガイドラインの記載範囲とする発注の手

順」に記載した、導入手順と対応するデジタル・ガバメント推進標準ガイドラインの記載箇

所を参照されたい。導入手順は、デジタル・ガバメント推進標準ガイドラインの体系を消防

本部の調達向けに簡略化したものである。 

消防救急
無線

消防指令
システム

消防OA
システム

高所監視
カメラ
映像電送
システム

本ガイドラインの記載範囲本ガイドラインの活用が
可能な範囲

その他、
連携して
いる情報
システム
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図 3-2 本ガイドラインの記載範囲とする発注の手順 

  

事業構想

基本計画

調達

設計・開発

運用・保守

見直し

情報システムの導入手順
デジタル・ガバメント推進
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⚫第3編第2章 プロジェクトの管理

⚫第3編第4章 業務の見直し
⚫第3編第5章 要件定義
⚫第3編第3章 予算要求

⚫第3編第6章 調達

⚫第3編第7章 設計・開発

⚫第3編第8章 業務の運営と改善
⚫第3編第9章 運用及び保守

⚫第3編第10章 業務の運営と改善
⚫第3編第9章 運用及び保守
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3.2. 発注の手続きにおける実施内容の概要及び留意点 

「図 3-2 本ガイドラインの記載範囲とする発注の手順」に示した、本ガイドラインに記

載範囲とする発注手順ごとに、実施内容の概要を示した上で、手順における留意点を整理し

た。 

なお、公平な発注の実現においては、当該情報システムの発注における消防本部側の手続

きが現行の発注に係る作業より増加する場合がある。一方、公平な発注を実現することによ

り、消防本部の要望を高い水準で満たした情報システムの導入や、当該情報システムの発注、

改修及び次回以降の情報システム発注における費用低廉化が期待されるため、本ガイドラ

インにて整理した留意点を参照するとともに、消防本部での活用を検討いただいた上で発

注の手続きに対応いただきたい。 

3.2.1. 事業構想 

1） 実施内容の概要 

事業構想は、情報システムの発注における初期工程であり、現行情報システムの更新に向

けた基本方針を作成すること及び調達担当部署等の発注に係る関係者と基本方針を合意す

ること目的とする。 

基本方針にて整理すべき内容を以下に示す。なお、以下に示す内容は当該消防本部が属す

る市町村にて定めるルール等によって変わることに留意されたい。 

⚫ 目的    ：現行情報システムの更新によって達成すべき事項及び背景等 

⚫ 調達範囲  ：目的を達成するために対象とする情報システムや業務の範囲 

⚫ 予算    ：目的を達成するために整備する情報システムに関する概算予算 

⚫ 体制    ：現行情報システムの更新を推進するための体制（関係機関を含む） 

⚫ スケジュール：現行情報システムの更新を実現するために必要な作業内容及び期間 

⚫ その他   ：既存の業務の見直しの方向性、課題等 

基本方針にて整理した内容は、基本方針の後工程である、基本計画及び調達にて精緻

化・具体化が行われる。 

事業構想にて実施する実施内容及び参照・作成する資料等について、「図 3-3事業構想の

実施内容の概要」に示す。 



 

42 

 

 
図 3-3 事業構想の実施内容の概要 

2） 留意点 

 

 

 

⚫ 現行システムの更新における大まかな予算やスケジュールを作成するにあたり、発

注範囲を適切に設定することが重要である。発注範囲については、消防指令システム

と消防救急無線を同時一括で発注する方式と個別に発注する方式が挙げられるが、

両システムの発注の競争性を担保するには、個別発注とすることが望ましい。 

⚫ 消防指令システムと消防救急無線を連携して実現する機能について、機能を精査し

ない場合、不要な機能を構築してしまい無駄な費用が発生する可能性がある。次期シ

ステムの構築費用や他システムの改修費用を削減するため、連携機能の取捨選択を

行って必要最小限にすることが望ましい。 

⚫ 現行システムの更新において、現行システムと連携している他情報システムの改修

と同一業務として発注した場合、他情報システムの改修については他情報システム

の構築事業者が設計内容等を熟知しているため、現行システムの更新についても当

該構築事業者以外の事業者が受注することが困難となる。当該構築事業者以外の事

業者の参入障壁を下げるため、現行システムと連携している他情報システムの改修

が必要な場合、現行システムの更新業務と他情報システムの改修業務は別発注とす

ることが望ましい。 

⚫ 次期システム構築事業者との契約形態（工事請負、業務委託など）により、次期シス

テム構築事業者へ要求できる内容が異なる。事業構想の段階から、本ガイドライン記

載内容の実現が期待される契約形態を市長部局等と調整することが望ましい。 
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⚫ システムライフサイクルコストとは、次期システムの構築費用だけでなく運用保守

費用も含めた次期システムの発注に係る一連の費用を指しており、システムライフ

サイクルコストを適正にすることが、情報システムの発注に係る費用の適正化につ

ながる。次期システムのシステムライフサイクルコストの適正化のために、現行シス

テムの更新業務の調達範囲に次期システムの構築業務だけでなく運用保守業務も含

めることが望ましい。 

⚫ 公正な発注の実現のためには、発注者である消防本部側の体制に発注手続きに知見

を有する職員を含めることが望ましい。ただし、知見を有する職員の確保が困難な場

合は、市長部局の他部局からの支援や外部支援業者の活用を検討することが望まし

い。 

⚫ 発注の手続きにおいては、同規模の消防指令システムまたは消防救急無線の発注実

績を有する他消防本部の手続きが有用な事例となる場合がある。事業構想または以

降の手続きにおいて、他消防本部への情報提供依頼等によって他消防本部の手続き

を参考にすることが望ましい。 

(1) 適切な発注範囲の設定 

事業構想にて大まかな予算やスケジュールを策定するにあたり、まずは発注範囲を適切

に設定することが重要である。消防指令システムと消防救急無線の発注範囲については、両

システムを同時に一括で更新する同時一括発注と、各システムを個別に発注する個別発注

の 2方式が挙げられる。同時一括発注と個別一括発注のイメージを図 3-4に示す。 

 

図 3-4 同時一括発注と個別発注のイメージ 

同時一括発注と個別発注のメリット・デメリットについては、図 3-5に示す。 

同時一括発注方式は、当該発注時においては消防指令システムと消防救急無線の接続に

消防救急
無線
（現行シ
ステム）

消防指令
システム
（現行シ
ステム）

消防指令システム及び消防救急無線を
同時かつ一括で更新

同時一括発注 個別発注

消防救急
無線
（次期シ
ステム）

消防指令
システム
（次期シ
ステム）

消防救急
無線
（現行シ
ステム）

消防指令
システム
（現行シ
ステム）

消防救急
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（次期シ
ステム）
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システム
（現行シ
ステム）
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（次期シ
ステム）

消防指令
システム
（次期シ
ステム）

消防救急無線
の更新

消防指令システム
の更新

※消防指令システムの
更新が先の場合もあり
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係る構築事業者との調整が軽微であるが、次回発注時においても両システムを同時一括発

注が可能であるとは限らず、次回発注時は個別発注となった場合、両システムのインタフェ

ース仕様が正しく整備されていない等により、既存構築事業者以外の事業者の参入障壁が

高くなることが懸念される。 

 
図 3-5 同時一括発注と個別発注のメリット・デメリット 

(2) 消防指令システムと消防救急無線の連携機能の検討 

消防指令システムと消防救急無線を連携して実現する機能について、特に検討しないま

ま現行システムの連携機能を踏襲して次期システムに実装した場合、実際は不要な機能を

構築してしまい無駄な費用が発生する可能性がある。 

「(1)適切な発注範囲の設定」に前述した同時一括発注及び個別発注の選択に係わらず、次

期システムの構築費用の低廉化に向けて、両システムで連携して実現する機能の検討は必

要である。連携機能の取捨選択にあたっては、現行システムの連携機能の使用状況を鑑み

て業務上必要不可欠な機能かどうかを精査し、その連携機能を実現するために要する費用

が、連携機能を実現することで得られる効果と見合っているかについて検討する必要があ

る。その際、消防本部の運用によっては、必ずしも連携する必要はなく、運用面の工夫で

連携しないことを選択できる機能もあると考えられるため、運用面で工夫するという視点

でも検討することが必要であると考えられる。運用面を工夫している実例を次のとおり示

す。 

(1) システム間の連携は音声接続のみとし、消防救急無線を活用したセレコールやショ

ートメッセージ等の機能は、消防指令システムと同一卓に設置した無線遠隔制御器

で実現している事例 

✓ セレコールやショートメッセージ等の機能を使用する際は、消防指令システム

と同一卓に設置された無線遠隔制御器を使用するという運用を行っている。シ

ステム間の連携を音声接続のみとすることで、既設システムの改修費用の低廉

化が図られる。 

(2) システム間の連携は行わず、消防指令システムと同一卓に無線遠隔制御器を設置し

て運用している事例 

✓ 緊急通報を消防指令システムで受理し、署所に指令後、無線遠隔制御器で無線交

信を開始するという運用を行っている。システム間の連携を行っていないこと

から、システム更新の際に既設システムの改修業務が不要となる。 
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また次項「(3)調達範囲における他情報システムの改修業務の扱い」に後述する通り、次

期システムの導入によって連携する他システムの改修が発生する場合、連携機能を必要最

小限にすることで他システムの改修費用の削減も期待される。 

消防指令システムと消防救急無線の連携機能の検討事項は、図 3-6に示す。 

 

図 3-6 消防指令システムと消防救急無線の連携機能における検討事項 

(3) 調達範囲における他情報システムの改修業務の扱い 

現行システムの更新において、現行システムと連携している他情報システムとのデータ

の連携内容や連携方法等が変更される場合は、他情報システムの改修が必要な場合がある。

他情報システムの改修については当該システムの構築事業者が設計内容等を熟知している

ため当該構築事業者以外の事業者が受注することは難しく、現行システムの更新と他情報

システムの改修を同一業務として発注した場合、当該構築事業者以外の事業者の参入障壁

が高くなる。 

現行システムの更新業務を公平に発注するために、現行システムの更新業務と他情報シ

ステムの改修業務を別発注とすることが望ましい。また、他情報システム改修費用の妥当性

の検証については、「3.2.2.2）(2)他情報システム改修費用の妥当性の検証」を参照されたい。 

なお、現行システムの更新時に他情報システムも同時に更新することで、他情報システム

の改修業務自体を発生させない方法も想定されるが、情報システムの更新サイクル（次回更

新までの期間）は情報システムによって異なるため、次回のシステム更新時にも他情報シス

テムと同時に更新することが必ずしも可能とはならない点に留意する必要がある。 

消防救急
無線
（次期シ
ステム）

消防指令
システム
（次期シ
ステム）

消防指令システムと消防救急無線を連携機能の検討

① 機能の範囲の設定

⚫ 音声接続及びデータ接続

⚫ 音声接続のみ

⚫ 接続無し

② 必要な機能の取捨選択

⚫ AVM

⚫ セレコール

⚫ その他、独自機能
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図 3-7 調達範囲の設定イメージ（消防指令システムの更新の場合） 

(4) 調達範囲における契約形態の協議 

工事請負や業務委託などの受注者との契約形態により、受注者に求める資格や再委託等

の制限といった受注者への要求事項及び調達手続きといった市長部局等との調整事項が異

なる。契約形態によっては、本ガイドライン記載内容の手続きや調達仕様書への記載が実現

されない可能性がある。また、契約形態ごとの要求事項や調整事項については、各市町村の

ルールによることから、事業構想の段階で、本ガイドライン記載内容の実現が期待される契

約形態を市長部局等と調整することが望ましい。 

(5) 調達範囲における運用保守業務の扱い 

情報システムの費用は、設計開発や機器設置等の稼働前までに発生するイニシャルコス

ト、機器の運用保守等の稼働後に発生するランニングコストの 2種類に分けられる。情報シ

ステムの構築開始から利用終了までに必要な全体のイニシャルコスト及びランニングコス

トを、ライフサイクルコストという。情報システムのライフサイクルコストを適正にするこ

とが、情報システムの発注に係る一連の費用を適正にすることにつながるため、ライフサイ

クルコストの適正化は重要である。 

 
図 3-8 情報システムのライフサイクルコストイメージ 

ライフサイクルコストを適正化するには、イニシャルコストとランニングコストをそれ
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ぞれ適正化する必要があり、情報システムの構築と運用・保守を分離して発注し、両発注の

競争性を働かせることで両コストの適正化が見込まれるが、情報システムの運用・保守は構

築事業者に随意契約で委託することが多いため、分離発注が行えない場合が多い。情報シス

テムの構築と運用・保守を分離発注しない場合は、構築事業者選定時にランニングコストも

含めて評価することが重要である。 

 
図 3-9 ライフサイクルコストを考慮した発注イメージ 

なお、運用・保守に係る契約を複数年まとめて発注する場合、債務負担行為や長期継続契

約等の手続きが必要になる場合が一般的であるため、事前に消防本部が属する市町村や都

道府県の手続きを担当部局へ確認した上で検討いただきたい。 

(6) 消防本部側の体制の検討 

情報システムの発注を公平かつ適切に行うには、本ガイドラインに記載した通り発注手

続きにおいて留意すべき事項が多く存在するため、消防指令システム及び消防救急無線の

発注者であり利用者である消防本部側にて適切に発注が行えるよう、体制を検討すること

が重要である。 

発注に向けた消防本部側の体制強化について、実現可能性を検討すべき方策を表 3-1 に

示す。一義的には発注者である消防本部職員が十分な知見を有していることが望ましい。一

方で、各消防本部の体制や事情によっては消防本部職員を確保できない場合があるため、消

防本部外の他部局職員に協力を求めることも検討いただきたい。 

消防本部職員及び他部局職員の参画が望めない場合は、外部支援業者へ委託することも

有用である。なお、外部支援業者への委託においては、委託費用が発生することに留意いた

だきたい。また、専門的知見を有していないと思われる外部支援業者に委託した場合は、望

んでいた効果が得られないこともあることから、調達方法を工夫し専門的知見を有する業

者を選定する必要がある。 
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表 3-1 消防本部側の体制強化に向けた方策 

# 方策 内容 

1 情報システムの発注に関
する適切な知見を有する
消防本部職員の参画 

⚫ 従前に情報システムの発注経験を有する職員な
ど、適切な知見を有する消防本部職員を検討体制
に加える。 

⚫ 知見を有する職員は、当該発注の一連の手続きに
参画する担当者として加わることが望ましい。 

2 情報システムの発注に関
する適切な知見を有する
市長部局等の消防本部
外他部局の職員の参画 

⚫ 従前に情報システムの発注経験を有する職員な
ど、適切な知見を有する消防本部外の他部局職員
を検討体制に加える。 

⚫ 知見を有する他部局職員は、当該発注の一連の手
続きに参画する担当者として加わることが望ましい。 

3 外部支援業者への委託 ⚫ 情報システムの発注支援の実績を有する外部支援
業者へ委託し、当該発注の一連の手続きに対して
支援を受ける。 

(7) 他消防本部との情報共有 

事業構想における次期システムの基本方針の策定や、事業構想以降に実施する基本計画

や調達における次期システムの要件や落札方式の決定の際、他消防本部の奏功事例や取組

を参考にすることも有用な手段である。 

現状、各消防本部にて近隣消防本部や同規模の消防本部に問い合わせいただくことを想

定しているが、消防庁及び全国消防長会にて消防本部の情報共有の仕組みを検討中である。 
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3.2.2. 基本計画 

1） 実施内容の概要 

基本計画は、事業構想にて策定した基本方針を詳細化して発注に向けた精緻な計画を立

案するとともに、現行システム更新の目的を達成するために次期システムに要求する機能

や性能等の要件を明確化する。また、現行システムの更新に係る見積りを取得するとともに、

現行システムの更新に係る予算要求に必要な資料の作成及び予算要求の実施を目的とする。

予算要求に必要な資料については、当該消防本部が属する市町村にて定めるルール等に則

り準備する。 

なお、明確化した次期システムの要件については、要件定義書として整理することが一般

的である。要件定義書に記載すべき事項を以下に示す。なお、以下に示す内容は当該消防本

部が属する市町村にて定めるルール等によって変わることに留意されたい。 

⚫ 業務要件 ：次期システムを用いて実施する業務の内容 

⚫ 機能要件 ：業務要件を満たすために次期システムが有するべき機能、画面、帳票、 

情報・データ及び外部インタフェースに係る要件 

⚫ 非機能要件：業務要件を満たすために次期システムが有するべき、ユーザビリティ・   

アクセシビリティ、システム方式、規模、性能、信頼性、拡張性、上位

互換性、中立性、継続性、情報セキュリティ、情報システム稼働環境、

テスト、移行、引継ぎ、教育、運用及び保守に係る要件 

基本計画にて実施する実施内容及び参照・作成する資料等について、「図 3-10基本計画

の実施内容の概要」に示す。 
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図 3-10基本計画の実施内容の概要 

2） 留意点 

 

 

 

⚫ 現行システムの構築事業者または運用保守事業者から提出される資料のみを参考に

して要件定義書の作成を実施する場合、要件定義書に当該事業者のみが対応できる

技術や作業が含まれることが懸念される。要件定義書に記載された内容を複数の事

業者が満たせるよう、複数の事業者に対して情報提供依頼（Request For Information/

以下、「RFI」という。）を実施し、発注する情報システムの実現方法、概算の予算

規模及び大まかなスケジュール等を複数の事業者から取得することが望ましい。 

⚫ 現行システムの更新に伴い発生する他情報システムの改修費用について、当該他情

報システムの構築事業者または運用保守事業者の 1 事業者からのみ取得可能な場合
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が多く、複数の見積りを取得して見積りの妥当性を検証することが困難である。他情

報システムの改修費用の妥当性を検証するために、当該他情報システムの構築事業

者から改修費用の見積りを検証可能な粒度で取得することが望ましい。 

(1) RFIの実施 

競争性の担保に向けて、複数の事業者が対応可能な要件定義書を作成する必要がある。そ

のためには要件定義書の作成時において、複数の事業者に対して、RFIを実施することが望

ましい。 

また、RFIを実施することで、技術動向、サービス動向及び先進事例等の情報を合わせて

収集することが可能であり、当該情報を要件定義書や調達仕様書に反映することで、より消

防本部が求める消防指令システム及び消防救急無線の導入が期待される。 

なお、後述の通り、RFIによって事業者から得られた回答によっては、基本計画や要件定

義書にて決定した内容を再検討する必要があるため、再検討の期間を見越したスケジュー

ルを事前に計画することが重要である。 

RFIの実施フローを以下に示す。 

 

図 3-11 RFIの実施フロー 

① RFIで求める情報の整理 

RFI の実施に向けた初期段階として、事業者に対して提供を依頼する情報の整理を行う。

提供を依頼する情報は、消防本部が求める要件を実現する上で必要な技術的な課題や解決

策等を求めることが一般的である。RFIで求める情報の例としては、既存のサービス種類や

動向、要件を実現する方法や制約事項、概算の予算規模・スケジュール及び実現に際しての

リスク等が挙げられる。 

RFI実施結果の
評価

RFIの通知

RFIに関する説
明書の作成

◼RFIにて複数の事業者から提供を求める情報を整理する。RFIで求める情
報の整理

◼RFIにて具体的かつ適切な情報を収集するため、事業者向け
にRFIの背景等を整理した説明書を作成する。

◼複数の事業者から広く情報を収集するため、RFIの実施につ
いてホームページ等での公開や事業者に直接通知する。

◼RFIで得られた回答について、回答間の比較や各回答の評価
を行う。

◼基本計画等の改善につながる回答が得られた場合は、各種資
料への反映を行う。

発注に向けたスケジュールの策定において、
RFIの実施期間及びRFIの回答を踏まえた各種資料の修正期間

を考慮すること。
留意点
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② RFIに関する説明書の作成 

RFIで求める情報を整理した上で、消防本部が求める情報が具体的かつ適切に収集できる

よう、依頼する事業者向けに RFIに関する説明書を作成する。RFIに関する説明書にて記載

すべき事項を下表に示す。 

表 3-2 RFIに関する説明書の記載事項 

# 記載事項 記載内容 

1 調達の概要 基本方針にて整理した、調達の目的や概要について記載する。 

2 RFI時点での検討
内容、要件案の概要
等 

RFI実施時点における調達の前提条件や制約事項及び要件の方
向性・要件案について記載する。 

3 資料提供を求める内
容等 

今後、消防本部にて要件を検討するにあたり、特に重要と考えてい
る要件について、実現方式、適用可能な技術、実現可能性、費用・
スケジュール等に関する項目を記載する。また、当該項目につい
て、別途事業者から資料提供を求める場合は、その旨を記載する。 

4 提供の期限、提出
先、提出方法及び提
出資料における知的
財産の取扱い 

事業者から消防本部に対する RFIの回答について、提出期限や
提出先等について記載する、また、提供を求める情報に事業者の
機密事項が含まれる場合、RFI回答を要件定義書等に直接記載
することは不可のため、事業者から提供される RFI回答の知的財
産の取扱いについて記載する。なお、RFIの回答について、機密
事項と機密事項外の区分を併せて記載するよう事業者に依頼する
ことも有用である。 

5 事業者に対して守秘
を求める情報の提供 

RFIにて消防本部が事業者へ提示する情報の中で、機密性の観
点から事業者に対して詳細な情報提供を行えない場合がある。当
該の場合には、あらかじめ守秘義務の誓約書を事業者に求め、当
該誓約書を提出した事業者にのみ詳細な情報を提供する。 

③ RFIの通知 

RFIに関する説明書を作成した上で、事業者に対して RFIの実施に関する通知を行う。広

く情報を求める場合には、消防本部や市町村等のホームページ上で公開することが一般的

である。確実に情報を求める場合には、事業者に直接通知を行う等、消防本部から積極的に

事業者に対して通知することが望ましい。 

④ RFI実施結果の評価 

事業者から提供された RFI の回答について、各回答の精査を行う。複数の回答を比較す

ることで、要件の具体化や検討の方向性の確認等に活用することが可能である。また、適宜、

RFI実施前までに検討していた内容に反映する。 

(2) 他情報システム改修費用の妥当性の検証 

現行システムの更新において現行システムと連携している他情報システムの改修が必要

な場合、現行システムの更新費用の見積りだけでなく、他情報システムの改修費用の見積り

を取得する必要がある。他情報システムの改修費用の見積りは、当該他情報システムの構築

事業者または運用保守事業者の 1 事業者からのみ取得可能な場合が多く、複数の見積りを

取得して見積りの妥当性を検証することが困難である。他情報システムの改修費用の妥当

性を検証するために、実現可否を検討すべき方策を下表に示す。 
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表 3-3 既存の他情報システム改修費用の妥当性検証に向けた方策 

# 方策 

1 見積りを取得する際は、改修内容、作業内容、機器数及び機器スペック等の要不要を消
防本部側で判断できるよう、可能な限り見積りの明細を詳細に受領する。 

2 要件定義書に取りまとめた次期システムへの要件を踏まえ、取得した見積りに含まれる明
細ごとに要不要を消防本部側で判断する。 

3 同等規模の発注事例を有する他消防本部に対して、当時の見積りの提供を依頼する。 

3.2.3. 調達 

1） 実施内容の概要 

調達は、現行システムの更新を実施する事業者を決定する工程であり、事業構想及び基本

計画にて精緻化した内容を基に発注に係る調達仕様を確定するとともに、事業者の選定に

必要な資料の作成及び事業者の選定を目的とする。確定した調達仕様については、調達仕様

書として記載することが一般的である。 

調達仕様書にて整理すべき内容を以下に示す。なお、以下に示す内容は当該消防本部が属

する市町村にて定めるルール等によって変わることに留意されたい。 

⚫ 調達案件の概要に関する事項：調達件名、調達の背景、目的及び期待する効果、業務

及び次期システムの概要、契約期間及びスケジュール 

⚫ 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等に関する事項：調達単位、調達

方式、調達実施時期及び入札制限 

⚫ 作業の実施内容に関する事項：事業者が実施すべき設計・開発及び運用・保守に関す

る実施内容、また成果物の範囲、内容、納品数量、納品期日、納品方法及び納品場所 

⚫ 満たすべき要件に関する事項：基本計画にて作成した要件定義書の内容 

⚫ 作業の実施体制・方法に関する事項：事業者の作業実施体制、作業要員に求める資格

等の要件、作業場所及び作業の管理に関する要領 

⚫ 作業の実施に当たっての遵守事項：機密保持、資料の取扱い及び遵守する法令等 

⚫ 成果物の取扱いに関する事項：知的財産権の帰属、瑕疵担保責任及び検収 

⚫ 入札参加資格に関する事項：入札参加要件及び入札制限 

⚫ 再委託に関する事項：再委託の制限及び再委託を認める場合の条件、承認手続き、ま

た再委託先の契約違反等 

⚫ その他：特記事項や附属文書 

調達にて実施する実施内容及び参照・作成する資料等について、「図 3-12調達の実施内

容の概要」に示す。 
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図 3-12調達の実施内容の概要 

2） 留意点 

 

 

 

⚫ 受注者を決定する落札方式が適切でない場合、調達における競争性が担保されない

場合がある。調達における競争性を担保するため、受注者を決定するための適切な落

札方式を選定することが望ましい。 

⚫ 作成した調達仕様書について、特定の事業者のみが対応できる技術や作業が含まれ

る場合、調達の公平性が担保できない。調達の公平性を担保するため、複数の事業者

に対して意見招請（Request For Comment/以下、「RFC」という。）を実施し、公告予

定の調達仕様書案及び要件定義書案が特定の事業者に有利な記載内容となっていな
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いか、複数の事業者から意見を求めることが望ましい。 

⚫ 現行システムの更新に係る調達仕様書及び要件定義書について、次期システムと連

携する他情報システムとの外部インタフェース一覧が記載されていない場合、現行

システムの事業者以外は他情報システムとの連携に係る費用を見積もることが困難

となる。また、外部インタフェース仕様を開示する旨が記載されていない場合、現行

システム構築事業者以外の事業者は、受注後に外部インタフェース仕様が開示され

ない場合を懸念し、参入に躊躇する可能性がある。現行システム構築事業者以外の事

業者の参入障壁を低くするため、調達仕様書及び要件定義書に他情報システムとの

連携方法等の外部インタフェース仕様を記載することが望ましい。 

⚫ 現行システムの更新に係る調達仕様書及び要件定義書について、次期システムの更

新時（次回の発注時）に実施する次々期システム（次回の発注対象システム）への移

行に向けた作業が記載されていない場合、次々期システムの更新において公平な調

達が行えない可能性がある。次々期システムの更新において公平な調達を実現する

ため、現行システムの更新に係る調達仕様書及び要件定義書について、次々期システ

ムへの移行に向けた作業を記載することが望ましい。 

⚫ 現行システムの更新に係る調達仕様書及び要件定義書について、連携する他システ

ムとの連携仕様が不明な場合、現行システム構築事業者以外の参入障壁が高くなる。

次々期システムの更新において公平な調達を実現するため、現行システムの更新に

係る調達仕様書等について、次期システムと他システムとの連携インタフェースに

係る資料を納品することを記載することが望ましい。 

⚫ 現行システムから次期システムへの移行にあたり、現行システム構築事業者にて現

行システムからの既存データ抽出等の移行作業に対応いただく必要がある。次期シ

ステムの調達実施前に、現行システム構築事業者と現行システムの移行作業に係る

調整を実施することが望ましい。 
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(1) 受注者を決定する落札方式の検討 

受注者の決定においては、当該発注に適した落札方式を選定する必要がある。落札方式の

概要を図 3-13、落札方式のメリット・デメリットを図 3-14に示す。これらは、自治体 CIO

育成地域研修教材に記載されている事項をまとめたものである。 

 

図 3-13落札方式の概要 

 

図 3-14落札方式のメリット・デメリット 

競争性のない随意契約は、特定の技術を導入したい場合ややむを得ない場合において採

用されるが、調達のプロセスの透明性及び契約金額の適正化が懸念されるため、消防指令シ

ステムや消防救急無線の発注においては、極力採用しないことが望ましい。 

公募型プロポーザルや指名型プロポーザルといった随意契約は、事業者からの提案を募

ることが可能となる一方、受注者の選定基準が必ずしも明確ではないため、調達のプロセス

の透明性においては懸念点が残る。 

競争入札は、随意契約と比較して調達までの期間が長くなることや手続きが増えるが、広

く事業者からの提案を募ること、また受注者の選定基準が明確であることから、調達のプロ

セスの透明性及び契約金額の適正化は優れている。特に総合評価落札方式は、事業者の技術
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力を評価することにより、一定の品質確保が期待できる。 

なお、総合評価落札方式を採用する場合、落札者を評価するための落札者決定基準及び評

価方法を受注者にて決定する必要がある。落札者決定基準及び評価方法については、「情報

システムの調達に係る総合評価落札方式の標準ガイドライン（平成 25 年 7 月 19 日調達関

係省庁申合せ）」及び「政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン実務手

引書」を参照し、調達対象の情報システムの規模や特性に応じて決定することが望ましい。

決定すべき内容例を以下に示す。 

⚫ 落札方式：除算方式、加算方式、必須要件の設定 

⚫ 総合評価の方法：価格点と技術点の得点配分、入札価格の評価方法、性能等の評価項

目、必須とする評価項目、各評価項目の得点配分 

また、3.2.1.2）(7)「他消防本部との情報共有」に示した通り、他消防本部が採用した落札

者決定基準及び評価方法を参考にすることも有用である。 

 

(2) RFCの実施 

競争性の担保に向けて、複数の事業者が対応可能な調達仕様書にする必要がある。そのた

めには調達仕様書の作成時において、複数の事業者に対して、意見招請（RFC）を実施する

ことが望ましい。また、3.2.2.2）(1)「RFIの実施」と同様に、RFC の実施によって事業者か

ら得られた情報を要件定義書や調達仕様書に反映することで、より消防本部が求める消防

指令システム及び消防救急無線の導入が期待される。 

なお、後述の通り、RFCによって事業者から得られた回答によっては、調達仕様書等の内

容を再検討する必要があるため、再検討の期間を見越したスケジュールを事前に計画する

ことが重要である。 

RFC の実施フローを以下に示す。 

 
図 3-15 RFCの実施フロー 

① 事業者に対する説明 

事業者からの意見を十分に収集するため、事業者が調達仕様書等の案について深く理解

することが必要である。調達仕様書等の案に対する事業者の理解を深めるため、意見招請の

期間中、適宜、説明会の実施や質疑応答を実施する。 

意見への対応

◼事業者からの意見を十分に収集できるよう、意見招請の期間
において事業者に対する説明会等を実施する。

事業者に対する
説明

◼事業者から提供された意見について、回答が必要な意見につ
いては事業者に回答を提示する。

◼得られた意見を基に、必要に応じて調達仕様書等の案を修正
し、確定する。

発注に向けたスケジュールの策定において、

意見招請の実施期間及び意見招請の回答を踏まえた各種資料
の修正期間を考慮すること。

留意点
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② 意見への対応 

事業者から提供された意見への対応を検討し、事業者への回答が必要な場合は回答を提

示する。また、意見を踏まえて調達仕様書等の案を修正した場合は、意見を求めた全ての事

業者に対して修正内容を通知する。 

(3) 他情報システムとの外部インタフェース仕様の記載 

調達仕様書には、要件定義書に整理した他情報システムとの外部インタフェース一覧を

記載するとともに、受注者には外部インタフェース仕様を開示する旨を記載する必要があ

る。外部インタフェース一覧が記載されていない場合、現行システムの事業者以外は他情報

システムとの連携に係る費用を見積もることが困難であり、現行システム構築事業者以外

の事業者の参入障壁が高くなる。外部インタフェース仕様を開示する旨が記載されていな

い場合、現行システム構築事業者以外の事業者は、受注後に外部インタフェース仕様が開示

されない場合を懸念し、参入に躊躇する可能性がある。外部インタフェース仕様の開示にあ

たり、調達工程の前に現行システム構築事業者と外部インタフェース仕様の開示に向けた

調整が必要である。消防指令システム及び消防救急無線の連携に係る外部インタフェース

仕様については、本研究会において作成している共通インタフェース仕様を活用されたい。 

なお、共通インタフェース仕様は、新規参入事業者を含めてすべてのメーカーによる消防

指令システムと消防救急無線の接続、連携を実現するために広く公開することを前提とし

ているため、セキュリティ確保の観点から、指令制御装置と無線回線制御装置の間の接続箇

所については、第三者が容易にアクセスできないように措置する必要がある。現に、共通イ

ンタフェース仕様の主たる適用箇所となる指令制御装置と無線回線制御装置については、

ともに入室管理が施された通信機械室内に設置されており、これらの設備がお互いに離れ

た場所に設置されている場合には専用線等の第三者がアクセスできない回線の使用や、多

重無線等の無線区間における暗号化などの措置が講じられていることが一般的であると思

われるが、改めてセキュリティ確保のための措置が適切に行われていることを確認する必

要がある。 

 

(4) 次期システム更新時の移行作業の記載 

次期システムの更新時（次々期システムの構築時）においても公平な発注が実現できるよ

う、要件定義書には次期システムの構築や運用保守だけでなく、次期システムから次々期シ

ステムの引継ぎに向けたデータ移行作業及び次期システムの機器撤去に関する要件を記載

する必要がある。データ移行作業及び機器撤去に関する要件として記載すべき事項を以下

に示す。 

⚫ 次々期システムの構築事業者や外部支援業者等に対して、次期システムの作業経緯

や残存課題等に対する情報提供及び質疑応答等の協力を行うこと。 

⚫ 次々期システムの構築事業者や外部支援業者等に対して、次期システムに登録され

たデータ提供及びデータ移行作業等の協力を行うこと。 

⚫ 次々期システムの構築にあたり撤去が必要な次期システムの機器等に対して、移設

や撤去等の協力を行うこと。 



 

59 

 

なお、上記の要件は次々期システム構築時における引継ぎ要件であり、次期システムの構

築と運用保守を別調達にて実施する場合、次期システムの構築事業者から運用保守事業者

への引継ぎに関する要件として記載すべき事項を以下に示す。 

⚫ 次期システムの運用保守事業者や外部支援業者等に対して、次期システムの運用に

必要な各種資料提供及び説明等の協力を行うこと。 

⚫ 次期システムの運用保守事業者や外部支援業者等に対して、次期システムが円滑に

運用できるよう、作業経緯や残存課題等に対する情報提供及び質疑応答等の協力を

行うこと。 

 

(5) 次期システムと他システムとの連携インタフェースに係る資料の納品 

次々期システムの発注において消防本部や次々期システム構築事業者が次期システムの

設計内容を把握できるよう、次期システムの運用保守期間中に改修された内容も含めて、次

期システムと連携する他システムとの連携インタフェースに係る資料（外部インタフェー

ス仕様や外部インタフェース一覧など）を、次期システムの設計書一式と合わせて提出する

よう調達仕様書等に記載する。 

なお、次期システムの構築完了時に次期システム構築事業者が提出する設計書について、

運用期間中に改修した際、設計書の差分を都度納品するのではなく、構築完了時に納品した

設計書に対して加筆、修正する形で更新することが望ましい。設計書は常に最新化するとと

もに、設計書一式は 1 つにしておくことで内容確認等が容易となる。 

(6) 次期システムへの移行に向けた現行システム構築事業者との調整 

次期システムの稼働後においても業務を継続して実施するためには、現行システムに蓄

積された出動記録等の過去データ及び現行機器の設定値等のパラメータといった既存デー

タを次期システムに移行する必要がある。現行システムからの既存データの抽出作業につ

いては、現行システムのデータ形式等を理解した現行システム構築事業者が実施すること

が望ましく、現行システム構築事業者の協力が不可欠であり、消防本部から現行システム構

築事業者に既存データの抽出作業を依頼することが望ましい。現行システム構築事業者と

の既存データの抽出作業の調整については、次期システム構築事業者の決定後に実施する

と、次期システム構築事業者が現行システム構築事業者と異なる場合、現行システム構築事

業者の支援を受けにくいことが想定されるため、次期システム構築事業者の決定前に実施

することが望ましい。 

3.3. 用語定義 

本ガイドラインで使用する用語の定義を表 3-4 に示す。 
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表 3-4 用語の定義 

# 用語 定義 

1 消防指令システム 市民等からの 119番通報の受付及び隊員への災害出動指令を担
う情報システム。 

2 消防救急無線 消防本部内（指令センタ、車両及び隊員等）もしくは消防本部間で
の通信等、消防本部による消防活動において用いる無線。 

3 現行システム 発注時点で消防本部が利用している情報システム・設備。 

4 次期システム 発注にて消防本部が調達する新たな情報システム・設備。 

5 更新 現行システムの全体または大部分を次期システムに置き換えるこ
と。 

6 改修 現行システムの一部機能・機器に対する修正や追加。 

7 調達仕様書 発注において消防本部が事業者に求める要求事項を整理した資
料。業務の目的、スケジュール及び業務内容等が含まれる。 

8 要件定義書 調達仕様書に記載された要求事項を達成するために必要な情報
システムに対する要求事項を整理した資料。調達仕様書に含める
場合もある。 

9 RFI 複数の事業者に対して現行システムの更新に対して必要な情報の
提供を依頼すること。 

10 RFC 複数の事業者に対して現行システムの更新に係る調達仕様書案及
び要件定義書案への意見を求めること。 

11 外部インタフェース 異なる情報システム間でデータ連携をするために定義する事項。
連携するデータ内容、連携タイミング及び連携条件等が含まれる。 
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発行）ＮＥＣ

指令装置－消防救急デジタル［無線回線制御装置］間の

音声通信制御機能、及びインタフェ－スについて

（ご参考）

１ 基本的インタフェ－ス条件

（１）音声関係

音声信号インタフェ－スは原則、１無線チャネル当たり次の通りとする。

同一無線チャネルが複数基地局に存在する場合においても、１無線チャネルと考える。 

信号名 条件等

送話音声 －15dBm～0dBm／600Ω平行（0.3kHz～3.4kHz） 
受話音声 －15dBm～0dBm／600Ω平行（0.3kHz～3.4kHz） 
プレス ア－スメイク接点

終話切断※ ア－スメイク接点

プレス応答※ ア－スメイク接点

着信 ア－スメイク接点

他網接続中※ ア－スメイク接点

※ システムにより不要となることあり。

 近年の技術市場動向を考慮し、これら信号をＩＰ系にて接続することもある。

（２）通信制御系

通信制御系インタフェ－スは、１無線システム当たりＬＡＮ１回線とする。

構成等は次の通りとする。

 ＜回線物理構成＞

 ＩＥＥＥ８０２．３ｕ準拠

 ＜データリンク構成＞

項目 内容等

伝送制御手順 ＴＣＰ Ｉｎｔｅｒｎｅｔドメインプロトコル

伝送方式 全二重

同期方式 ＣＳＭＡ／ＣＤ

伝送速度 １００Ｍｂｐｓ（１００ｂａｓｅ－Ｔｘ）

接続方式 ＴＣＰ／ＩＰソケット

資料１－６－３
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２ 機能 
  指令装置－消防救急デジタル［無線回線制御装置］間の通信制御系に係る機能は次の通り

です。 
  これら機能に関して、「起動」「応答」等の制御が必要と考えます。 
 

項番 機能名 備考 
１ 通信機器基本機能  
１－１ 装置起動時の状態合わせ  
１－２ 障害監視／制御  
２ 無線運用基本機能  
２－１ 通信チャネル選択  
２－２ 基地局選択  
３ 通信サービス機能 「消防救急デジタル無線共通仕様書 第１版」事項 
３－１ 通信統制  
３－２ 発信者番号送信  
３－３ 個別音声通信  
３－４ グル－プ音声通信  
４ 特殊機能 一部お客様ご要望事項（移動局管理等） 

 
 
 
３ その他 
  紙面上で規定する他、都度お客様環境下での試験調整、確認は必要となります。 
 
 
                                     以 上 
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仙台市消防局

消防救急デジタル無線整備及び

総合消防情報システム更新事業について

≪仙台市消防局≫

仙台市消防局

目 次

１ 概要

(1) 仙台市消防局の概要
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(1) 整備概要

(2) 発注状況（主なもの）

(3) 総合消防情報システムとの接続に際しての検討状況
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３ 総合消防情報システム更新事業の概要
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(2) 発注状況（主なもの）

(3) 他設備との接続に際しての検討状況

(4) その他の検討状況

４ コンサルタント事業者への業務委託の概要
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仙台市消防局

１ 概 要

2

仙台市消防局

○ 管轄面積 786.30㎢

○ 人 口 1,082,159人
※平成27年国勢調査時点

○ 消防署所等

・ 局 1

・ 署 ６

・ 分署 ３

・ 出張所 17

・ 救急ステーション １

・ 航空隊 １

○ 職員数 1,108人

○ 保有車両数 232台

（内、緊急車両208台）

1-(1) 仙台市消防局の概要 3
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仙台市消防局

1-(2) 消防救急デジタル無線・総合消防情報システム
整備スケジュール

本市は、デジタル無線整備及び総合消防情報システム（指令系システ
ム含む）更新整備事業について、事業費や業務量の平準化を考慮し、別年
度で実施している。

4

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

【事業工程】

共通波

活動波

指令系

業務系

映像系

消防救急デジ
タル無線

総合消防情
報システム

システム区分

無線設備

総合消防情報システム

電波伝搬調

査・基本設計
実施設計

無線整備工事

無線整備工事基地局造成工事等

●仮運用開始

●本運用開始

無線移設

工事
●本運用開始

開発基本計画

策定

システム設計・開発業務

●運用開始

●運用開始

システム設計・開発

業務
●運用開始

旧設備利用 新設備利用

旧システム利用 新システム利用

新旧設備・システムへ接続替有

仙台市消防局

２ 消防救急デジタル無線整備事業

の概要

5
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仙台市消防局

２-(1) 整備概要

【基地局】 ６か所

【移動局】

半固定型 48台

車載型 216台

可搬型 28台

携帯型 179台

6

活動波 共通波

消防局基地局 12 4

権現森山基地局 11 4

八木山基地局 8 4 共通波（統制波）は切替方式

大年寺山基地局 9 4 共通波（統制波）は切替方式

大八山基地局 10 4

芋峠基地局 8 4

実装ｃｈ数
備　　考

【基地局配置図（赤破線は仮設）】

仙台市消防局

2-(2) 発注状況（主なもの） 7

業務（工事）の内容
実施期間
（年度）

受注者決定方法 備　　考

電波伝搬調査 机上及び実測による電波伝搬調査

基本設計（電気・
建築・土木）

基地局候補地選定、工事手法の検討、既
設指令システムとの接続方法検討　等

実施設計（電気・
建築・土木）

基本設計に基づき、機器仕様・数量検討、
工事発注仕様書（案）・図面の作成　等

H23・24 随意契約（特命）

整備工事（電気） 仮設無線局舎（消防署等）の電源工事、無
線設備製造・設置工事　等

H24 一般競争入札
（総合評価方式）

・総合評価方式（除算方式）を採用

工事監理業務
（電気）

電気工事の監理業務 ― （発注なし） ・職員による工事監理実施

移設業務 仮設無線局舎設置の無線設備の移設、指
令システムとの接続調整　等

H27 随意契約（特命）

整備工事（電気） 無線局舎の電源工事、無線設備製造・設
置工事　等

整備工事（建築） 署所等既設鉄塔の改修工事　等

整備工事（土木） 基地局用地造成・鉄塔建設工事　等 H24～26 一般競争入札
（総合評価方式）

・総合評価方式（除算方式）を採用

工事監理業務
（電気・建築・土
木）

電気・建築・土木工事の監理業務 ― （発注なし） ・職員による工事監理実施

既設指令システムの車両動態管理装置の
改修、無線設備との接続調整　等

H25～27 随意契約（特命）既設指令システム改修業
務

業務（工事）区分

・電波伝搬調査及び基本設計は密接不可
分の業務であるため、一括発注

・総合評価方式（除算方式）を採用
・建築工事に係る部分が小規模であった
ため、電気工事と一括発注

共通波

指名競争入札

一般競争入札
（総合評価方式）

H22共通波
活動波

活動波 H25～27
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仙台市消防局

２-(3) 総合消防情報システムとの接続に際しての検討
状況
① 既設指令系システムにおいて、車両動態管理は消防救急無線で実現し

ていたことから、デジタル方式においても当該機能を実装すべきか。

→ キャリア回線のバックアップとして必要なため実装するが、既存指
令系システム側に、新たにGW装置を設置して疎結合とすることを明
記。

② 既設指令系システムにおいて、署所受令回線（有線）のバックアップ
は、消防救急無線（無線の自動拡声等の機能）を利用していたことか
ら、デジタル方式においても当該機能を実装すべきか。

→ キャリア回線のバックアップとして必要なため実装するが、必要に
応じ、デジタル無線側に中間GW等を設置することも可能と調達仕様
書に明記。

※ 本市独自開発部分のIF等を成果物として納品。

※ 本市の運用形態を考慮し、共通波設備は消防局基地局のみを既設指令
系システムに接続、指令室に専用操作卓及び遠隔制御器を設置して
ショートメッセージ送受信等の機能を具備。

8

仙台市消防局

２-(3) 総合消防情報システムとの接続に際しての検討
状況

9

【旧指令系システム・消防救急デジタル無線設備接続概略図】

共通仕様書に規定のＩＦ

本市独自のＩＦ

「指令系設備改修業務委託」に
て新たに装置設置（ＩＦ開示）

状況に応じ、「デジタル無線整
備工事」にて中間GW設置可

中
間
G
W

指令系システム 無線設備
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仙台市消防局

２-(4) その他の検討状況

【機能要件等】

・ 新たな基地局の整備

周波数帯変更により電波伝搬距離が変わることや、市域が広範かつ丘陵
地や山岳地が多いことから、消防活動に必要な通話エリアを確保するため、
山上に新たに無線基地局を5ヵ所整備し、アナログ方式と同等の通信エリ
アを確保。

・ 常送・非常送モード等の具備

電波干渉の影響を考慮しながら割当周波数を有効活用するため、常送
モード及び非常送モード等の機能を具備。

・ 共通波の先行整備

東日本大震災を受け、広域応援及び受援時の通信手段の確保が急務で
あったことから、共通波設備を先行して整備。（基地局は仮設で各消防署
庁舎へ設置）

10

仙台市消防局

２-(4) その他の検討状況

【その他】

・ 専門職の技術職員の配置

基地局の土地造成等、専門的知見を持った職員が必要なことから、土木、
建築、電気、機械設備の工事施工に際し、消防局にそれぞれ消防吏員以外
の技術職員を配置して、設計及び工事監理を実施。

（参考）事業期間中は、係長以下最大6名の担当者配置。

（内訳：消防職2名、電気職2名、土木職1名、建築職1名）

・ 債務負担行為による事業実施

設備設計・製造期間の確保のため、債務負担行為により事業を実施。

11
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仙台市消防局

３ 総合消防情報システム更新事業

の概要

12

仙台市消防局

3-(1) 整備概要

【仙台市総合消防情報システム】

・ 119番通報受付や出場隊の編成等の指令業務のほか、各種統計や台
帳管理等の消防業務全般で使用している消防防災業務の根幹を担うシ
ステムであり、平成3年から運用。システムの寿命及び旧態化が限界に
達したことから、全面更新を実施。

【開発コンセプト】

①大規模災害時の対応強化

②効果的な情報共有に基づく

活動展開

③業務の効率化

13
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仙台市消防局

3-(2) 発注状況（主なもの） 14

業務（工事）の内容
実施期間
（年度）

受注者決定方法 備　　考

共通 開発基本計画等
策定業務

現行システム機能要件の整理、新システム機能要件の
整理、調達仕様書（案）策定、総合評価に係る基準策定
等

H25 一般競争入札
（総合評価方式）

・総合評価方式（加算方式）を採用

調達支援業務委
託

個人情報保護関係規定による審査結果を受けての調達
仕様書（案）の修正対応、応札者から提出された技術提
案評価支援　等

H26・27 随意契約（特命）

システム更新・運
用保守

指令系・業務系システムの設計、機器製造・設置、運用
保守（約5年）、別途調達の連携機器とのＩＦ設計　等

H27～34 一般競争入札
（総合評価方式）

・総合評価方式（加算方式）を採用
・約5年間の運用・保守と一括発注

プロジェクト管理
支援業務

指令系・業務系システム更新事業のプロジェクト管理支
援、映像系・NW系設備の調達仕様書（案）作成

H27～30 指名競争入札

高所監視カメラ更
新・運用保守

高所監視カメラ設備の設計、機器製造・設置、運用保守
（約5年間）、指令系システムとの接続調整

H27～30 一般競争入札 ・約5年間の運用・保守と一括発注

ヘリテレ受信設備
更新・運用保守

ヘリテレ受信設備（固定設備）の設計、機器製造・設置、
運用保守（約5年間）、指令系システムとの接続調整

H27～30 一般競争入札 ・約5年間の運用・保守と一括発注

衛星NW設備更
新・運用保守

衛星NW設備（固定・可搬設備）の設計、機器製造・設
置、運用保守（約5年間）、指令系システムとの接続調整

H27～30 一般競争入札 ・約5年間の運用・保守と一括発注

プロジェクト管理
支援業務

高所監視カメラ設備、ヘリテレ受信設備、衛星NW設備更
新事業のプロジェクト管理支援

H27～30 随意契約（特命）

庁舎改修設計（建
築・電気・機械）

システム更新・指令室移転に伴うフロア改修工事（建築・
電気・機械）の要件検討、工事発注仕様書・図面作成
等

H27・28 随意契約（特命）

建築・電気・機械
工事

システム更新・指令室移転に伴うフロア改修工事 H28～30 一般競争入札
（総合評価方式）

・総合評価方式（除算方式）を採用

工事監理（建築・
電気・機械）

建築・電気・機械工事の監理業務 H28～30 随意契約（特命）

共通波 指令室等既設機器移設、新指令システムの接続調整
等

H30 随意契約（特命）

活動波 指令室等既設機器移設、新指令システムの接続調整
等

H30 随意契約（特命）

業務（工事）区分

消防救急
無線接続

庁舎改修

指令系
業務系

映像系
NW系

仙台市消防局

3-(3) 他設備との接続に際しての検討状況

① 既設消防救急デジタル無線設備において実現している独自機能（車両
動態管理機能、受令設備バックアップ機能）を機能要件とするか。

→ 既存指令系システム・無線設備構築事業者よりIF仕様書が納品され
ているため、実現可能と判断。また、既設デジタル無線設備改修は
新消防情報システムの調達に含めないことで、競争性を確保。

② 別途調達する高所監視カメラ設備等の映像系システムについて、現行
と同様に指令台等と連携できないか。

→ 指令系システムの調達仕様書に高所監視カメラ設備等との接続に
必要なIF設計実施（開示前提、接続試験等業務も含む）を記載。

③ 調達仕様書の記載内容で、特定の事業者のみが対応できるような記載
はないか。

→ 複数回のRFIを実施し、記載内容の妥当性を確認。

15
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仙台市消防局

3-(3) 他設備との接続に際しての検討状況 16

デジタル無線設備
接続（ＩＦ開示）

高所監視カメラ、ヘリ
テレ電送設備接続

（IＦ開示）

【総合消防情報システム構成概略図】

仙台市消防局

3-(4) その他の検討状況 17

【機能要件等】

・ 指令系・業務系システム間に中間ゲートウェイ設置

今回一括調達した、「指令系システム」と「業務系システム」について、
機器寿命及び更新に係る職員の負荷軽減を考慮し、将来的に分離調達できる
ようシステムを明確に区分し、相互のシステム間に新たに中間ゲートウェイ
を設置。
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仙台市消防局

3-(4) その他の検討状況

・ 通信回線の冗長化及び低廉化

総合消防情報システムのネットワーク回線について、NTT系と電力系
で冗長化し、それぞれ入札を実施して費用縮減。（消防救急無線基地局ア
プローチ回線については、多重無線と有線で冗長化）

・ 各設備の冗長化

各本署へ署隊本部用指令台（サブ指令台）を設置したほか、消防局庁舎
へ仮設運用も考慮した可搬型設備（衛星NW設備、ヘリテレ受信設備）を
導入。

18

仙台市消防局

3-(4) その他の検討状況

【発注方法等】

・ 情報処理システムの総合評価方式での調達

緊急性が極めて高く、障害発生時には市民生活に与える影響が大きいシ
ステムであることから、高い技術力を持つ事業者への発注が必要なため、
情報処理システムの総合評価方式（加算方式）を採用し、価格と併せ、技
術力の評価も実施。（本市情報処理システムの調達の規定に準拠）

19

（本市の規定）
情報システム開発業務 工事

対象業務 情報通信技術によるシステムの開発業務
で、入札参加者相互の間において，提示す
る内容に係る性能，機能，技術，履行能力
方法，運営方法等に相当程度の差異が生
じ得ると認められるもの　など

5千万円以上の工事

基本的な基準 特になし（都度、要綱等作成） 「簡易型（Ⅰ型、Ⅱ型）」、「標準型」、「その
他」

評価値の算定方法 ・加算方式（評価点＝技術提案評価点＋
価格評価点、配分は原則1：1）
・除算方式（評価値＝技術評価点/価格
点）

・除算方式（評価値＝技術評価点/価格
点）

契約手続きに係る
期間

約200日 約70～100日

事務所管 発注元の部局 「簡易型」は都市整備局、「標準型」、「そ
の他」は状況により発注元の部局
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仙台市消防局

3-(4) その他の検討状況 20

・ 運用保守業務の一括発注

運用開始後の運用保守及びシステム改修については、通常、システム構
築受注者への随意契約となるが、今回の発注では、運用保守及び軽度のシ
ステム改修について、システム構築と併せて一括調達として入札すること
で競争原理を働かせた。

契約①

契約④

契約③

契約②

契約⑤

指令系設計・構築
（H27/9～H30/6）

OA系設計・構築
（H27/9～H30/6）

OA系運用・保守
（H30/7～H35/3）

指令系運用・保守
（H35/4～H40/3）

次期OA系運用・保守
（H35/4～H40/3）

27～29 30 31～32

新規
調達

次期指令系設計・構築
（H37/4～H40/3）

33 34

指令系運用・保守
（H30/7～H35/3）

35～36 38 39 40～44 45
年度

26 37

次期OA系設計・構築
（H34/4～H35/3）

次期指令系運用・保守
（H40/4～H45/3）

次次期OA系設計・構築
（H39/4～H40/3）

次次期OA系運用・保守
（H40/4～H45/3）

新規
調達

新規
調達

新規
調達

仙台市消防局

3-(4) その他の検討状況

・ 契約種類を「建設工事」から「物品・役務」に変更

役務発注とすることにより、一般的な情報システム開発と同様に仕様発
注から性能発注にすることが可能。（ただし工事的要素は残るため、安全
性の確保は担保する必要あり。）

・ 債務負担行為による事業実施

システム設計・開発期間の確保及び運用保守一括発注とするため、債務
負担行為により事業を実施。

【品質確保】

・ 情報システムコンサルタント事業者の活用

これまでにおいては、主に建設設備系コンサルタント事業者を活用して
きたが、今回は情報システム系コンサルタント事業者を活用。コンサルタ
ント事業者により、月1回の進捗会議や重要な個別会議への参加及びベン
ダ成果物等のチェックの実施等により、品質を確保。

21
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仙台市消防局

3-(4) その他の検討状況

・ 庁舎改修工事の品質確保

情報システムとは別に、庁舎工事に係る工事監理を別途発注して工事の
品質を確保。また、工事の円滑な施工を行うため、建築、電気、機械設備
の工事施工に際し、消防局にそれぞれ消防吏員以外の技術職員を配置。

（参考）事業期間中は、係長以下最大8名の担当者配置。

（内訳：消防職3名、電気職4名、建築職1名）

・ SLAの締結

調達仕様書にSLA締結を明記し、運用保守時の品質を担保

22

仙台市消防局

４ コンサルタント事業者への

業務委託の概要

23
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仙台市消防局

4-(1) 消防救急デジタル無線整備事業におけるコン
サルタント発注

【コンサルタント事業者の業種】

・ 電気設備工事系

【発注業務】

・ 電波伝搬調査、基本設計、実施設計

24

業務（工事）の内容
実施期間
（年度）

受注者決定方法 委託業者 委託金額

電波伝搬調査 机上及び実測による電波伝搬調査

基本設計（電気・建築・
土木）

基地局候補地選定、工事手法の検
討、既設指令システムとの接続方法検
討　等

実施設計（電気・建築・
土木）

基本設計に基づき、機器仕様・数量検
討、工事発注仕様書（案）・図面の作成
等

H23・24 随意契約（特命） （電気設備コンサルタ
ント事業者）

約5千万円

約1千3百万円

業務（工事）区分

消防救急
無線

共通波
活動波

H22 指名競争入札 （電気設備コンサルタ
ント事業者）

仙台市消防局

4-(1) 消防救急デジタル無線整備事業におけるコン
サルタント発注

【受注者選定時の検討】

・ 指名業者選定基準を「自ら無線局及び資格者を配置できること」、
「同種業務の実績を有すること」として、業務履行の確実性を担保し
た。

【メリット・デメリット】

○ 実測の電波伝搬調査については、補足的な調査にも迅速に対応できた
ため、設計の確実性が向上した。

△ 従事者の資格要件を特に定めなかったため、従事者のスキルに疑問を
感じた部分もあった。

△ 当初、拠点を本市近郊に置いていなかったため、コミュニケーション
に難があった。（業務後半、本市拠点設置によりほぼ解消。）

25
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仙台市消防局

4-(2) 総合消防情報システム更新事業におけるコン
サルタント発注

26

業務（工事）の内容
実施期間
（年度）

受注者決定方法 委託業者 委託金額

共通 開発基本計画等策定
業務

現行システム機能要件の整理、新シス
テム機能要件の整理、調達仕様書
（案）策定、総合評価に係る基準策定
等

H25 一般競争入札
（総合評価方式）

（情報システムコンサ
ルタント事業者）

約5千7百万円

調達支援業務委託 個人情報保護関係規定による審査結
果を受けての調達仕様書（案）の修正
対応　等

H26 随意契約（特命） （情報システムコンサ
ルタント事業者）

約4百万円

調達支援業務委託 応札者から提出された技術提案評価
支援　等

H27 随意契約（特命） （情報システムコンサ
ルタント事業者）

約3百万円

プロジェクト管理支援
業務

指令系・業務系システム更新事業のプ
ロジェクト管理支援、高所監視カメラ設
備、ヘリテレ準設備、NW系設備の調達
仕様書（案）作成

H27～30 指名競争入札 （情報システムコンサ
ルタント事業者）

約5千3百万円

映像系
NW系

プロジェクト管理支援
業務

高所監視カメラ設備、ヘリテレ受信設
備、衛星NW設備更新事業のプロジェク
ト管理支援

H27～30 随意契約（特命） （情報システムコンサ
ルタント事業者）

約2千万円

庁舎改修設計（建築） システム更新・指令室移転に伴うフロ
ア改修工事（建築）の要件検討、工事
発注仕様書・図面作成　等

H27・28 随意契約（特命） （建築コンサルタント事
業者）

約1千5百万円

庁舎改修設計（電気・
機械設備）

システム更新・指令室移転に伴うフロ
ア改修工事（電気・機械設備）の要件
検討、工事発注仕様書・図面作成　等

H27・28 随意契約（特命） （電気・機械設備コン
サルタント事業者）

約1千3百万円

工事監理（建築） 建築工事の監理業務 H28～30 随意契約（特命） （建築コンサルタント事
業者）

約5百万円

工事監理（電気・機械
設備）

電気・機械設備工事の監理業務 H28～30 随意契約（特命） （電気・機械設備コン
サルタント事業者）

約9百万円

業務（工事）区分

指令シス
テム

指令系
業務系

庁舎改修

仙台市消防局

4-(2) 総合消防情報システム更新事業におけるコン
サルタント発注
【コンサルタント事業者の業種】

・ 情報システム系コンサルタント事業者

・ 建築/電気機械設備工事系コンサルタント事業者（庁舎改修工事）

【コンサルタント発注内容】 〔～情報システム系〕

・ 開発基本計画策定、システム調達仕様書策定、落札者決定基準策定、
調達支援、プロジェクト管理支援

【受注者選定】 〔～情報システム系〕

・ 開発基本計画策定等に際しては、高い技術力が必要であったため、総
合評価方式（加算方式）とした。

・ 従事者に「情報処理の促進に関する法律」に基づく情報処理技術者試
験によるシステムアーキテクトの資格を有するもの1名、ITストラジテ
スト、プロジェクトマネージャの資格を有するもの、米国プロジェク
トマネジメント協会が認定するPMPの資格を有するもの1名以上を含
むこととした。

・ 開発基本計画策定時の総合評価では、第三者として中立な立場にてベ
ンダに対応してもらえることを重視し、評価要素とした。

27
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仙台市消防局

4-(2) 総合消防情報システム更新事業におけるコン
サルタント発注

【メリット・デメリット】〔～情報システム系〕

○ 従事者の高い知見により、RFI等でベンダーから提出された金額の妥
当性等について、FP法等に基づき精査できた。

○ 消防システム以外のシステムに係る知見も豊富であったため、調達仕
様書にSLAを盛り込む等、有益な調達ができた。

○ 適切な本市への助言、受注ベンダーから提出されたドキュメント確認
や業務の進め方の是正指導等により、円滑に事業の進捗管理が行えた。

○ 指令系・業務系システムの要件定義や設計過程等において、調達仕様
書の記載内容との整合性の確認が円滑に行えた。

△ 拠点を本市近郊に置いていなかったため、データ交換ツールの利用や
本市内の再委託先拠点確保等により補完した。（結果、概ね円滑にコ
ミュニケーションが図れた。）

28

仙台市消防局

５ 今後の課題等

29
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仙台市消防局

5 今後の課題等

・ 公平性や競争性を確保した上で、業務（工事）の発注単位の決定が必
要。

・ 情報処理システム調達のスキームで調達する場合、評価基準（価格と
技術提案の比率）、評価項目の策定等で調達手続きに一定の期間が必
要。

・ 地形的な要因や、長年培った独自の運用等があり、独自機能の排除は
困難。

・ 技術力の高いコンサルタント事業者の支援が必須だが、当該事業者調
達の際のスキームがない。

・ 通信費や運用保守について、質を確保しながら、更なる費用縮減の検
討が必要。

・ 更新後のシステムについて、効果の検証が必要。

・ AI、IoT技術等、今後の技術革新を注視し、次期システムの機能検討
が必要。

30
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参考資料２ アンケート調査項目一覧 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 



No. 質問内容

1-1-1 直近に実施された消防指令システム又は消防救急無線の更新範囲

1-1-2 （1-1-1が”消防救急無線のみ更新”または”消防指令システム・消防救急無線を同時に更新”の場合）直近に実施された消防救急無

線の更新対象設備

1-1-3 （1-1-1が”消防指令システム・消防救急無線を同時に更新”の場合）同時に更新した理由

1-1-4 （1-1-3が”その他”の場合）同時に更新した理由

1-1-5 1-1-1で回答した更新案件における、消防指令システムと消防救急無線の接続事業の発注概要

1-1-6 （1-1-5が”その他”の場合）1-1-1で回答した更新案件における、消防指令システムと消防救急無線の接続事業の発注概要

1-1-7 （1-1-5が”既設接続設備の改修業務とシステム等更新業務を個別に発注”の場合）既設接続設備の改修費用

1-1-8 （1-1-5が”既設接続設備の改修業務とシステム等更新業務を個別に発注”の場合）既設接続設備の改修費用の妥当性検証の実施有

無

1-1-9 （1-1-8が”実施した”の場合）妥当性検証の検証方法

1-1-11 （1-1-10で”その他”を選択した場合）消防指令システムと消防救急無線の接続にあたり、削減せざるを得なかった機能または他

機能で代替せざるを得なかった機能

1-1-12 （1-1-10のチェックボックスを選択された場合）消防指令システムと消防救急無線の接続にあたり、削減せざるを得なかった理

由または他機能で代替せざるを得なかった理由

1-2-1-1 発注に従事した職員数（専任）

1-2-1-2 発注に従事した職員数（兼任）

1-2-1-3 職員への発注に係る教育の実施有無

1-2-1-4 （1-2-1-3が”有り”の場合）発注に係る教育の実施内容

1-2-1-5 発注における市⾧部局内の他部局からの支援有無

1-2-1-6 （1-2-1-5が”有り”の場合）支援された他部局名称

1-2-1-7 （1-2-1-5が”有り”の場合）支援された作業内容

1-2-1-8 発注における外部委託業者からの支援有無

1-2-1-9 （1-2-1-8が”有り”の場合）支援された外部委託業者名称

1-2-1-10 （1-2-1-8が”有り”の場合）外部委託業者へ委託した内容

1-2-1-11 （1-2-1-8が”有り”の場合）外部委託業者への委託金額

1-2-1-12 過去の発注において、既存消防指令メーカーとは異なる消防指令メーカーが受注した事例の有無

1-2-2-1 現行消防指令システムの発注年月（現行消防指令システム構築業務開始年月）

1-2-2-2 現行消防指令システムの稼働開始年月

1-2-2-3 次期消防指令システムの発注予定年月（次期設備構築業務開始予定年月）

1-2-2-4 次期消防指令システム構築時に必要なI/F仕様等の保有有無

1-2-2-5 現行消防指令システムの調達仕様書に含まれている業務

1-2-2-6 （1-2-2-5で”その他”をチェックした場合）現行消防指令システムの調達仕様書に含まれている業務

1-2-2-7 現行消防指令システムの受注事業者名

1-2-2-8 現行消防指令システムの契約金額（円）

1-2-2-9 現行消防指令システムの契約単位

1-2-2-10 現行消防指令システムと同時に調達したシステム※該当する他システムのチェックボックスを選択ください

1-2-2-11 （1-2-2-10で”その他”をチェックした場合）現行消防指令システムと同時に調達したシステム

1-2-2-12 複数のメーカーが参入できるように工夫した事項

1-2-1. 発注体制

1-1. 直近の更新事例

1-2. 現行消防指令システムの発注について

1-1-10 消防指令システムと消防救急無線の接続にあたり、削減せざるを得なかった機能または他機能で代替せざるを得なかった機能※

該当する機能のチェックボックスを選択ください

1-2-2. 発注内容

1



No. 質問内容

1-2-3-1 発注方式

1-2-3-3-1 現行消防指令システム構築のための検討の開始から構築事業者の決定までに要した期間

1-2-3-3-2 現行消防指令システム構築の構築事業者の決定から運用開始までに要した期間

1-2-3-3-3 基本計画（基本構想および実施設計を含む）の策定の実施有無

1-2-3-3-4 （1-2-3-3-3が”有り”の場合）基本計画の策定の実施スケジュール

1-2-3-3-5 （1-2-3-3-3が”有り”の場合）基本計画の策定の実施期間

1-2-3-3-6 （1-2-3-3-3が”有り”の場合）基本計画の策定の実施主体

1-2-3-3-7 （1-2-3-3-6が”その他”の場合）基本計画の策定の実施主体

1-2-3-3-8 調達仕様書の策定の実施有無

1-2-3-3-9 （1-2-3-3-8が”有り”の場合）調達仕様書の策定の実施スケジュール

1-2-3-3-10 （1-2-3-3-8が”有り”の場合）調達仕様書の策定の実施期間

1-2-3-3-11 （1-2-3-3-8が”有り”の場合）調達仕様書の策定の主体

1-2-3-3-12 （1-2-3-3-11が”その他”の場合）調達仕様書の策定の実施主体

1-2-3-3-13 調達仕様書検討段階における情報提供依頼（RFI）の実施有無

1-2-3-3-14 （1-2-3-3-13が”有り”の場合）情報提供依頼（RFI）の実施スケジュール

1-2-3-3-15 （1-2-3-3-13が”有り”の場合）情報提供依頼（RFI）の実施期間

1-2-3-3-16 （1-2-3-3-13が”有り”の場合）既設メーカー以外の参入障壁となる旨の情報提供の有無

1-2-3-3-17 （1-2-3-3-16が”有り”の場合）調達仕様書等への意見の反映有無

1-2-3-3-18 （1-2-3-3-13が”有り”の場合）情報提供依頼（RFI）の実施主体

1-2-3-3-19 （1-2-3-3-18が”その他”の場合）情報提供依頼（RFI）の実施主体

1-2-3-3-20 調達仕様書（案）に対する意見招請（RFC）の実施有無

1-2-3-3-21 （1-2-3-3-20が”有り”の場合）意見招請（RFC）の実施スケジュール

1-2-3-3-22 （1-2-3-3-20が”有り”の場合）意見招請（RFC）の実施期間

1-2-3-3-23 （1-2-3-3-20が”有り”の場合）既設メーカー以外の参入障壁となる旨の意見提出の有無

1-2-3-3-24 （1-2-3-3-23が”有り”の場合）調達仕様書等への意見の反映有無

1-2-3-3-25 （1-2-3-3-20が”有り”の場合）意見招請（RFC）の実施主体

1-2-3-3-26 （1-2-3-3-25が”その他”の場合）意見招請（RFC）の実施主体

1-2-3-3-27 総合評価基準の策定の実施有無

1-2-3-3-28 （1-2-3-3-27が”有り”の場合）総合評価方式における評価基準の策定の実施スケジュール

1-2-3-3-29 （1-2-3-3-27が”有り”の場合）総合評価方式における評価基準の策定の実施期間

1-2-3-3-30 （1-2-3-3-27が”有り”の場合）総合評価方式における評価基準の策定の実施主体

1-2-3-3-31 （1-2-3-3-30が”その他”の場合）総合評価方式における評価基準の策定の実施主体

1-2-3-3-32 構築事業者の工程管理の実施有無

1-2-3-3-33 （1-2-3-3-32が”有り”の場合）構築事業者の工程管理の実施スケジュール

1-2-3-3-34 （1-2-3-3-32が”有り”の場合）構築事業者の工程管理の実施期間

1-2-3-3-35 （1-2-3-3-32が”有り”の場合）構築事業者の工程管理の実施主体

1-2-3-3-36 （1-2-3-3-35が”その他”の場合）構築事業者の工程管理の実施主体

1-3-1-1 発注に従事した職員数（専任）

1-3-1-2 発注に従事した職員数（兼任）

1-3-1-3 職員への発注に係る教育の実施有無

1-3-1-4 （1-3-1-3が”有り”の場合）発注に係る教育の実施内容

1-3-1-5 発注における市⾧部局内の他部局からの支援有無

1-3-1-6 （1-3-1-5が”有り”の場合）支援された他部局名称

1-3-1-7 （1-3-1-5が”有り”の場合）支援された作業内容

1-3-1-8 発注における外部委託業者からの支援有無

1-3-1-9 （1-3-1-8が”有り”の場合）支援された外部委託業者名称

1-3-1-10 （1-3-1-8が”有り”の場合）外部委託業者へ委託した内容

1-3-1-11 （1-3-1-8が”有り”の場合）外部委託業者への委託金額

1-3-1-12 過去の発注において、既存消防救急無線メーカーとは異なる消防救急無線メーカーが受注した事例の有無

※ デジタル化に伴う事例は除く

1-3-2-1 現行消防救急無線の発注年月（現行消防救急無線構築業務開始年月）

1-3-2-2 現行消防救急無線の稼働開始年月

1-3-2-3 次期消防救急無線の発注予定年月（次期設備構築業務開始予定年月）

1-2-3. 発注方法

1-2-3-3. 発注の工程およびスケジュール

1-3. 現行消防救急無線の発注について

1-3-1. 発注体制

1-3-2. 発注内容

2



No. 質問内容

1-3-2-4 次期消防救急無線構築時に必要なI/F仕様等の保有有無

1-3-2-5 現行消防救急無線の調達仕様書に含まれている業務

1-3-2-6 （1-3-2-5で”その他”をチェックした場合）現行消防救急無線の調達仕様書に含まれている業務

1-3-2-7 現行消防救急無線の受注事業者名

1-3-2-8 現行消防救急無線の契約金額（円）

1-3-2-9 現行消防救急無線の契約単位

1-3-2-10 現行消防救急無線と同時に調達したシステム※該当する他システムのチェックボックスを選択ください

1-3-2-11 （1-3-2-10で”その他”をチェックした場合）現行消防救急無線と同時に調達したシステム

1-3-2-12 複数のメーカーが参入できるように工夫した事項

1-3-3-1 発注方式

1-3-3-3-1 現行消防救急無線構築のための検討の開始から構築事業者の決定までに要した期間

1-3-3-3-2 現行消防救急無線構築の構築事業者の決定から運用開始までに要した期間

1-3-3-3-3 基本計画（基本構想および実施設計を含む）の策定の実施有無

1-3-3-3-4 （1-3-3-3-3が”有り”の場合）基本計画の策定の実施スケジュール

1-3-3-3-5 （1-3-3-3-3が”有り”の場合）基本計画の策定の実施期間

1-3-3-3-6 （1-3-3-3-3が”有り”の場合）基本計画の策定の実施主体

1-3-3-3-7 （1-3-3-3-6が”その他”の場合）基本計画の策定の実施主体

1-3-3-3-8 調達仕様書の策定の実施有無

1-3-3-3-9 （1-3-3-3-8が”有り”の場合）調達仕様書の策定の実施スケジュール

1-3-3-3-10 （1-3-3-3-8が”有り”の場合）調達仕様書の策定の実施期間

1-3-3-3-11 （1-3-3-3-8が”有り”の場合）調達仕様書の策定の主体

1-3-3-3-12 （1-3-3-3-11が”その他”の場合）調達仕様書の策定の実施主体

1-3-3-3-13 調達仕様書検討段階における情報提供依頼（RFI）の実施有無

1-3-3-3-14 （1-3-3-3-13が”有り”の場合）情報提供依頼（RFI）の実施スケジュール

1-3-3-3-15 （1-3-3-3-13が”有り”の場合）情報提供依頼（RFI）の実施期間

1-3-3-3-16 （1-3-3-3-13が”有り”の場合）既設メーカー以外の参入障壁となる旨の情報提供の有無

1-3-3-3-17 （1-3-3-3-16が”有り”の場合）調達仕様書等への意見の反映有無

1-3-3-3-18 （1-3-3-3-13が”有り”の場合）情報提供依頼（RFI）の実施主体

1-3-3-3-19 （1-3-3-3-18が”その他”の場合）情報提供依頼（RFI）の実施主体

1-3-3-3-20 調達仕様書（案）に対する意見招請（RFC）の実施有無

1-3-3-3-21 （1-3-3-3-20が”有り”の場合）意見招請（RFC）の実施スケジュール

1-3-3-3-22 （1-3-3-3-20が”有り”の場合）意見招請（RFC）の実施期間

1-3-3-3-23 （1-3-3-3-20が”有り”の場合）既設メーカー以外の参入障壁となる旨の意見提出の有無

1-3-3-3-24 （1-3-3-3-23が”有り”の場合）調達仕様書等への意見の反映有無

1-3-3-3-25 （1-3-3-3-20が”有り”の場合）意見招請（RFC）の実施主体

1-3-3-3-26 （1-3-3-3-25が”その他”の場合）意見招請（RFC）の実施主体

1-3-3-3-27 総合評価基準の策定の実施有無

1-3-3-3-28 （1-3-3-3-27が”有り”の場合）総合評価方式における評価基準の策定の実施スケジュール

1-3-3-3-29 （1-3-3-3-27が”有り”の場合）総合評価方式における評価基準の策定の実施期間

1-3-3-3-30 （1-3-3-3-27が”有り”の場合）総合評価方式における評価基準の策定の実施主体

1-3-3-3-31 （1-3-3-3-30が”その他”の場合）総合評価方式における評価基準の策定の実施主体

1-3-3-3-32 構築事業者の工程管理の実施有無

1-3-3-3-33 （1-3-3-3-32が”有り”の場合）構築事業者の工程管理の実施スケジュール

1-3-3-3-34 （1-3-3-3-32が”有り”の場合）構築事業者の工程管理の実施期間

1-3-3-3-35 （1-3-3-3-32が”有り”の場合）構築事業者の工程管理の実施主体

1-3-3-3-36 （1-3-3-3-35が”その他”の場合）構築事業者の工程管理の実施主体

2-1-1 接続した設備・システム

2-1-2 接続に係る作業内容

2-1-3 円滑な接続のために貴消防本部において入札公告前に工夫された内容

2-1-4 円滑な接続のために貴消防本部において構築事業者決定後に工夫された内容

2-1. 異なる構築事業者の設備・システムの接続（例：A事業者が構築した消防指令システムと、B事業者が構築した消防救急無線の接続）において

は、事業者間でトラブルが発生することが少なくありません。貴消防本部における異なる構築事業者の設備・システムの接続において、トラブル等

が発生せずに円滑な接続が実施された奏功事例がございましたら、下記の内容についてご回答ください。

1-3-3. 発注方法

1-3-3-3. 発注の工程およびスケジュール
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No. 質問内容

2-2-1 課題１

消防指令システムと消防救急無線の接続に関するインターフェース仕様（設備・システム間の接続方式）が統一されていないた

め、既存事業者以外の構築事業者が対応できない。

2-2-2 課題２

接続する一方の設備・システムの発注仕様書に、既存事業者以外の構築事業者の対応が困難となる記載が含まれる。

（例）既存設備の独自インターフェース仕様に合わせた接続を行うこと。

2-2-3 課題３

既存の消防救急無線に係るインターフェース仕様（『消防救急デジタル無線共通仕様書第一版』）に記載されていない独自機能

が既存設備に含まれている、また既存事業者が発注者である消防本部に提出している既存設備のインターフェース仕様書に不備

があり、もう一方の事業者が接続に係る作業を実施できない。

2-2-4 課題４

異なる構築事業者の設備・システムの接続にあたり、今後両設備・システムの間に”中間サーバ”と呼ばれる接続に向けた追加機器

を設置する方法が考えられる。”中間サーバ”の設置にあたり設置費用の妥当性を検証する必要がある。

2-3-1 異なる構築事業者の設備・システムの円滑な接続に資する貴消防本部のご提案

2-4-1 消防本部間で共有すべき消防指令システム等の発注事例に係る項目

2-2. 異なる構築事業者の設備・システムの円滑な接続に向けて、「消防指令システム等の相互接続に関する研究会」において4つの課題を抽出して

おります。下記4つの課題への対応・解決に向けて、どのような取り組みが効果的か貴消防本部のご提案内容をご回答ください。

2-3.「消防指令システム等の相互接続に関する研究会」において抽出した4つの課題に加えて、異なる構築事業者の設備・システムの円滑な接続に

資する貴消防本部のご提案内容をご回答ください。

2-4.消防指令システム等における異なる構築事業者の設備・システムの円滑な接続に向けて、各消防本部での発注事例の収集・共有を検討してお

り、現在収集・共有すべき項目案を作成しております。消防本部にて共有すべき項目案について、追加すべき項目等をご回答ください。
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参考資料３ デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン
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１．政府全体管理

ア 体制等

イ ＰＭＯの機能

ＰＭＯは、府省内におけるＩＴ人材の育成と管理について、重点分野に人材が配分され、順調に育成されるよう、主に人事担当部門と連携・

協力し、次の機能を担う

(1) セキュリティ・ＩＴ人材確保・育成計画に係る企画立案及び総合調整並びにそれらの手順化

(2) ＩＴ関連の機構・定員要求の状況の把握及びその手順化

(3) ＩＴ関連の実員配置、人材交流の状況の把握及びその手順化

(4) ＩＴ関連の橋渡し人材の育成に係る企画立案及びその手順化

(5) ＩＴ関連の橋渡し人材のスキル認定及び認定人材の配置状況の把握並びにそれらの手順化

ＰＭＯは、府省内における政府情報システムに係る予算要求について、把握・管理するとともに、府省重点プロジェクトに予算が配分され、

適正な要求内容となるよう、主に会計担当部門と連携・協力し、次の機能を担う。

(1) 政府情報システムに係る本予算及び補正予算に関する基本的な方針に係る企画立案

(2) 政府情報システムに係る本予算及び補正予算における要求状況の把握、予算額の調整及び各要求内容の適正化並びにそれらの手順化

ア 情報システム責任者

イ 情報システム管理者

第４章 府省共通プロジェクト及び府省重点プロジェクトの指定

4) 情報システム部門

政府情報システムを適正に管理するため、情報システム部門に、次に掲げる者を置くものとする。また、各府省は、府省重点プロジェクトの情報シ

ステム部門に属する官職中橋渡し人材に該当するものに「第２編第５章５．スキル認定と人材管理」に掲げるスキル認定を受けた者が配置されるよ

う、府省内を調整するものとする。

5) 組織の在り方

第3章 中期計画

2) 合議制機関

3) プロジェクト管理

d) 予算管理

e) 執行管理

f) 情報資産管理

g) ＰＪＭＯ支援

h) ドメイン管理

i) システム監査管理

j) プロジェクト検証委員会の運営

k) 政府情報システムに係る文書管理

a) 計画管理

b) プロジェクト推進責任者等

c) ＩＴ人材管理

l) ＣＩＯ補佐官の環境整備

m) 連絡調整窓口

デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン（抜粋）

第2編 ITガバナンス

第1章 ITガバナンスの全対象

標準ガイドラインにおいて、ＩＴガバナンスとは、政府全体を統括する政府ＣＩＯ並びに各府省を統括する府省ＣＩＯ及び府省副ＣＩＯを中心とした体制に

おいて、サービス・業務改革並びにこれらに伴う政府情報システムの整備及び管理に係る個々のプロジェクトを、全体的かつ適正に管理するための仕組みを

組織に組み込み、機能させることによって、政府情報システムに係る課題解決のみならず、各組織の政策目的を実現し、個々のプロジェクトをマネジメント

するだけでは出し得ない価値（便益の実現、リスクの適正化、資源の適正化）を生み出していくためのものである。

第2章 組織体制

２．府省体制

1) 府省内全体管理

1 



デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン（抜粋）

ア 研修実施計画の策定

イ 研修実施計画の提示

(1) 研修プログラム、概要及び修了要件

(2) 募集対象者及び定員

(3) 実施日程及び時間

ウ 研修の実施・評価

７．内部人材の活用

各府省は、あるＰＪＭＯにおける職員の育成状況やプロジェクトの性格等を踏まえると、当該ＰＪＭＯに属する職員のみではプロジェクトの遂行能力が

不足していると認められる場合には、当該ＰＪＭＯに対し、サービス・業務改革並びに政府情報システムの整備又は管理に関する経験が豊富な職員が多

く在籍する他のＰＪＭＯから必要な指導及び援助がなされるよう努めるものとする。

８．外部人材の登用

各府省は、内部職員の育成状況及びプロジェクトの性格等を踏まえ、必要に応じて、外部の専門家を登用し、当該プロジェクトに参画させるよう努める

ものとする。

５．スキル認定と人材管理

各府省は、ＩＴ人材を適正に管理しつつ、その能力の把握に努め、「橋渡し人材のスキル認定の基本的な考え方」及び「橋渡し人材のスキル認定の基

準」に基づき、自府省におけるセキュリティ・ＩＴ人材に係るスキル認定を行うものとする。

６．人事・人材交流

各府省は、ＩＴ人材を育成するため、効果的かつ総合的にＩＴの知識と経験が取得できるよう、特にＩＴ分野に適性のある職員を中核に、情報システム

部門と業務実施部門との間、政府共通プラットフォーム等基盤系の政府情報システムの部門と業務系の政府情報システムの部門との間、官民間等におい

て、積極的かつ計画的に人事及び人材交流を推進するものとする。

2) 府省共通システム等に関する研修への施設の貸し出し

４．各府省における研修等の受講の推進

各府省は、業務の実施にＩＴリテラシーが必要不可欠であることを踏まえ、全職員の情報システム研修等の受講を促進し、さらに、ＩＴ人材を育成する

ため、職員が自ら進んで自己研鑽できる環境の整備に努めるものとする。

特に、政府情報システムの要件定義、設計・開発、運用、保守に携わる職員についてこれらの一連の流れに関する経験が浅い場合には、当該職員に対し

て、情報システム統一研修への積極的な参加を促すとともに、情報システム関係の技能取得等のための様々な機会を提供するものとする。

総務省は、各府省の職員が積極的に研修に参加できるよう、次の(1)から(3)までに掲げる事項を含む研修実施計画を、前年度末までに、各府省へ

提示するものとする。

総務省は、研修実施計画に基づき研修を実施するとともに、受講状況を勘案し、適宜、追加募集を行うものとする。

また、総務省は、情報システム統一研修における参加者からの評価や要求事項、活用状況のみならず、求められる人材像の変化、技術動向等を踏

まえ、研修の実施内容を評価し、翌年度の研修に反映するものとする。

３．情報システム統一研修等

総務省は、政府の全体方針・計画等を広く普及させるとともに、政府におけるＩＴ人材の集合的かつ効率的な育成及び一般職員のＩＴリテラシーの向上

に資するため、情報システム統一研修の実施及び研修施設等の提供を行うものとする。

1) 情報システム統一研修

総務省は、ＩＴ人材の各府省における計画的な育成及び一般職員のＩＴリテラシーの向上のため、毎年度、研修実施計画を策定するものとする。

なお、この策定に当たっては、政府の全体方針、各府省のニーズ、受講者のアンケート結果等を踏まえるものとする。

(4) 国際的な要請に対応する分野（例えば、条約の遵守やＩＳＯ規格への準拠、国家間の相互運用）、国際的な情報共有や情報セキュリティ等の連携によ

る対応の重要性が増している分野については、国際的な対応が可能な人材の育成・確保も視野に入れること。

(5) 業務の実施には、情報システムを活用してデータの作成や活用ができることが不可欠であることや、情報セキュリティについて様々な問題が生じてい

る現状からすれば、ＩＴ人材に限らず、一般職員のＩＴリテラシーの向上にも努めることが重要であること。

２．各府省庁セキュリティ・ＩＴ人材確保・育成計画の実行

各府省は、「サイバーセキュリティ人材育成総合強化方針」に基づき策定した「各府省庁セキュリティ・ＩＴ人材確保・育成計画」により、人材を育

成・確保するものとする。

政府情報システムを整備するプロジェクトを適切に遂行し、かつ、運用管理ができるＩＴ人材は高度かつ専門的な技能と経験を有すべきである。また、当該

政府情報システムを効果的に活用して政策目的を達成するためには、広く職員のＩＴリテラシーの向上が不可欠である。この認識の下、各府省は、主体的に

プロジェクトを推進し、また、政府情報システムを効果的に活用することができるよう、ＩＴ人材の育成・確保及び一般職員に対する研修等に努めるものと

する。

１．人材の育成・確保の留意事項

各府省は、ＩＴ人材の育成・確保等を行う場合には次の(1)から(5)までに掲げる点に留意するものとする。

(1) ＩＴ人材の育成は、短期的かつ散発的な対策では解決困難である。このため、例えば、プロジェクトの核となる職員が、それらのライフサイクルの適

切な節目までそのポストに留まるよう、人事ローテーションの工夫を検討する等、中⾧期的な視点に立って、計画的にＩＴ人材の育成・確保を推進する

こと。

(2) 政府情報システムを整備し、運用するに当たって、ＩＴ人材の育成は、単に政府情報システムに関する専門的・技術的な知識・能力だけでなく、業務

分析、業務の見直しの企画立案、プロジェクト管理等の能力の取得が重要であること。

(3) 全ての分野において十分な技能や経験を持つ人材を育成・確保することは、現実的に極めて困難であることから、各人が不足する技能や経験をそれぞ

れで補い合いながら、個別の職務に当たらせるような工夫が必要であること。

第５章 人材の育成・確保
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デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン（抜粋）

ア 政策目的

イ 対象範囲

ウ 既存の業務の見直しの方向性等

エ 予算

オ 目標

カ 体制

キ 実施計画

ク その他

ア コミュニケーション管理

イ 工程管理

ウ 指標管理

エ リスク管理

オ 課題管理

カ 変更管理

３．プロジェクトの進捗及び実績報告

４．政府ＣＩＯによるレビュー

５．プロジェクト計画書等の改定の検討

第3編 ITマネジメント

第1章 ITマネジメント全体像

第2章 プロジェクトの管理

１．プロジェクト計画書等の作成

１）プロジェクト計画書の記載内容

２．プロジェクトの工程レビュー

プロジェクト計画書には、少なくとも次のアからクまでに掲げる事項について記載するものとし、プロジェクトの進捗に合わせ、その内容を具体

化・詳細化していくものとする。

２）プロジェクト管理要領の記載内容

プロジェクト管理要領には、プロジェクトを遂行する際に、ＰＪＭＯがプロジェクトを管理する手法、手順、遵守事項等を明確に記載するものと

し、少なくとも次のアからカまでに掲げる事項について記載するものとする。

３）プロジェクト計画書等の案の調整等

６．プロジェクトの完了

２．プロジェクト検証委員会の設置

プロジェクト検証委員会には、情報システムの整備及び管理に関する実務経験、又は紛争解決に関する知見を有した有識者から構成されるものとする。

その他子細については、内閣官房と調整の上、ＰＭＯが定めるものとする。

３．検証結果の公表

４．検証結果への対応

第９章 プロジェクトの検証

１．深刻な問題があるプロジェクトの基準

ＰＭＯは、次の区分に該当すると認められるプロジェクトであって、根本的な対策を迅速に行うことが困難であると認められる場合には、プロジェクト

検証委員会を設置し、その検証を行うか否かを判断するものとする。

(1) 中⾧期計画のフォローアップ、政府ＣＩＯによるレビュー、工程レビュー又はシステム監査等において、このままの進め方ではプロジェクトの目的が

全く達成できないと判断されたもの

(2) 政府情報システムの運用又は業務運営の開始後、政府情報システム又はサービス・業務に重大な問題が発生し、このままではプロジェクトの目的が全

く達成できないものと判断されたもの

第８章 システム監査の計画

１．システム監査計画の策定

２．システム監査計画の見直し

３．運用及び保守状況の把握

第７章 情報システムの管理（ＯＤＢの活用）

1) 調達案件等に関するＯＤＢへの登録

2) 調達の調整

ＰＭＯは、政府情報システムに係る調達内容を確認し、適正な予算執行となるよう、会計担当部門と連携・協力し、府省内における政府情報システ

ムに係る調達適正化手順を定めるとともに、当該手順に基づき、調達内容を適正化するものとする。その際、府省ＣＩＯ補佐官に協力を求め、必要

な支援を得るものとする。

また、ＰＭＯは、ＰＪＭＯに対し、府省重点プロジェクトに関する調達について、「第３編第２章２．プロジェクトの工程レビュー」に基づき、第

一次工程レビューを実施し、必要に応じて、指摘、助言又は指導を行うものとする。

第６章 予算及び執行

１．予算

1) 本予算の概算要求及び補正予算の取りまとめ前の調整

2) 要求内容等の把握

２．調達等予算の執行
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デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン（抜粋）

ア 情報システムの新規開発又は更改をする場合には、ライフサイクルコストの見積り

イ 要求内容に設計又は開発に関する工程が含まれる場合には、原則として、ファンクションポイントの見積り及びその根拠

ウ 経費に人件費が含まれる場合には、ＷＢＳによる作業内訳を示した工数の見積り

ア ＲＦＩに関する説明書の作成

（１）調達の概要

（２）その時点における検討内容、要件案の概要等

（３）資料提供を求める内容等

（４）提出期限、提出場所、提出方法、提出資料における知的財産の取扱い等

イ ＲＦＩに関する説明書等のＯＤＢへの登録

ア 業務要件の定義

イ 機能要件の定義

（d）情報・データに関する事項

（e）外部インタフェースに関する事項

ＰＪＭＯは、次のとおり、業務要件、機能要件及び非機能要件を具体的に定義し、要件定義書を作成するものとする。なお、作成に当たっては、要求す

る情報システムの特徴を踏まえ、記載内容の軽重を検討するものとする。また、定義した具体的な内容について、その必要性、網羅性、具体性、定量

性、整合性、中立性及び役割分担の明確性の観点、さらに情報セキュリティ等の観点から、その実現可能性があることを確認するものとする。

（１）要件定義書の記載内容

要件定義書には、事業者が満たすべき要件を明らかにするため、原則として、次のアからウまでに掲げる事項について記載するものとする。なお、

定義の時点において、不確定要素のある要件については、それがプロジェクトを進める上でのリスク要因となり得ることに厳に留意し、その旨を要

件定義書において明らかにするものとする。

（a）機能に関する事項

（b）画面に関する事項

（c）帳票に関する事項

（３）事業者へのヒアリング等の実施

ＰＪＭＯは、ＲＦＩを行わない場合又はＲＦＩにおける情報取得が不足した場合等には、有用な情報を得られるよう、事業者に対する個別ヒアリン

グ・説明会等を逐次行い、取得した情報を精査し、活用するものとする。

（４）必要な資料の作成

ＰＪＭＯは、「第４章５．業務要件の定義」において作成した資料のほか、要件定義に際し、必要な資料を作成するものとする。なお、既存資料を

活用する場合には、現状の検討状況が適切に反映されていることを確認し、変更がある場合には更新するものとする。

２．要件定義

（１）要件定義の対象範囲等の特定

ＰＪＭＯは、要件定義に先立ち、プロジェクト計画書及びプロジェクト管理要領を確認の上、必要に応じて、これらの見直しを行うとともに、業務の見

直し内容を踏まえ、要件定義の対象となる業務と情報システムの範囲及び内容を特定するものとする。

（２）ＲＦＩの実施

ＰＪＭＯは、要件定義の検討に際し、専門的な知見を広く取得するため、必要に応じて、ＲＦＩを行うものとする。

ＰＪＭＯは、ＲＦＩを行うときは、次の(1)から(4)までに掲げる事項を記載した説明書を作成するものとする。

４．資料作成

第4章 業務の見直し

第5章 要件定義

ＰＪＭＯは、業務の見直し内容を踏まえ、政策目的の実現に資する業務とこれを支える情報システムの機能・性能等を明らかにするため、調達に先立ち、次

のとおり、要件定義を行うものとする。

要件定義は、プロジェクトの目標を達成する上で、極めて重要な工程であり、明確な要件定義を行えない場合、計画の遅延又は情報システムの機能・性能が

要求水準に満たないものとなる事態等が発生する可能性が高まるため、適切に取り組む必要がある。

１．要件定義の準備

（５）原則として複数事業者の見積りを比較すること。

（６）ライフサイクルコストの見積り及びその根拠を示すこと。

（７） 事業者から見積りを取得するときは、実現したい業務・機能の内容、調達スケジュール等、事業者が見積りをするための必要な情報の提供を行

い、次のアからウまでに掲げるものを取得すること。

３．要求内容等に関するＯＤＢへの登録

２．経費の見積り

ＰＪＭＯは、概算要求の積算に当たって、次の1）から7）までに掲げる事項を遵守するものとする。なお、プロジェクトの内容等に応じ、単年度の契約

を行う場合と比較して、複数年度にわたる契約を行うことに合理性が認められる場合には、国庫債務負担行為の活用を検討するものとする。

（１）ＩＴ基本法第26条第２項第２号の規定に定める経費の見積り方針に従うこと。

（２）情報システム単位で積算し、区分できるようにすること。

（３）「別紙２ 情報システムの経費区分」に基づき区分等すること。

（４） 数量、工数、単価等の積算内訳を明確にすること。

第3章 予算要求

１．情報システムＩＤの取得
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デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン（抜粋）

ウ 非機能要件の定義

（１）調査研究又は要件定義作成支援

（２）プロジェクト管理支援

（３）設計・開発（設計・開発の内容が細分化できる場合であっても、必ずしも調達単位を分割する必要はない。）

（４）ハードウェアの賃貸借又は買取り

（５）ソフトウェア製品の賃貸借又は買取り

（６）回線

（７）アプリケーションプログラムの保守

（８）ハードウェアの保守

（９）ソフトウェア製品の保守

（１０）運用

（１１）運用サポート業務

（１２）業務運用支援

（１３）施設の賃貸借

（１４）施設の整備借

（１５）システム監査（情報セキュリティ監査を含む。） 

第6章 調達

ＰＪＭＯは、情報システムに関する調達について、会計法等の関係法令等を遵守し、透明性、公正性及び競争性の確保を図り、要件定義を満たす成果物を得

るため、次のとおり行うものとする

なお、ＰＪＭＯは、調達手続を通じて、業務の見直しや要件定義の内容等が事業者に明確かつ十分に伝達されるようにするものとする。また、ＰＪＭＯは、

発注者として、主体性を持って事業者を管理する責任があることに厳に留意するものとする。

１．調達の計画

ＰＪＭＯは、プロジェクト計画書に基づき、関連する一連の調達を開始するときは、調達手続に要する期間等も踏まえつつ、次のとおり、合理的な調達

単位及び調達の方式を精査した上で、実施時期等を検討し、その情報についてＯＤＢに登録するものとする。なお、調達単位、調達の方式、実施時期

等、調達の計画については、関連する一連の調達仕様書の全てに記載するものとし、プロジェクト計画書の内容に変更が生じる場合には、これを反映

し、当該計画書の内容を更新するものとする。

また、調達に関する公告の期間については、事業者において質の高い提案が行えるよう適切な期間を確保するものとし、特に予定価格が80万ＳＤＲ注

記）以上となる見込みの大規模な調達案件については、調達内容に応じ、調達スケジュールも踏まえた上で、当該公告の期間（50日）を延⾧することも

検討するものとする。

１）合理的な調達単位の検討

ＰＪＭＯは、必要に応じて、ＰＭＯ等と相談しつつ、次の(1)から(15)までに掲げる調達単位を基本としつつ、履行可能性、ライフサイクルコスト、

技術的妥当性等を考慮の上、競争性が確保されコストが低減されるよう合理的な調達単位を検討するものとする。なお、複数の単位を一単位として

調達することが適切であると判断される場合、これを妨げるものではない。

（p）運用に関する事項

（q）保守に関する事項

（２）要件定義書の調整・作成

ＰＪＭＯは、要件定義書を、必要に応じて、関係機関、情報システムの利用者等と調整し、作成するものとする。特に、他のＰＪＭＯが実施するプ

ロジェクトと相互に密接に関係する場合には、それぞれのプロジェクトにおける要件定義書間の整合性が確保されるよう調整するものとする。

３．プロジェクト計画書への反映

（j）情報セキュリティに関する事項

（k）情報システム稼働環境に関する事項

（l）テストに関する事項

（m）移行に関する事項

（n）引継ぎに関する事項

（o）教育に関する事項

（d）性能に関する事項

（e）信頼性に関する事項

（f）拡張性に関する事項

（g）上位互換性に関する事項

（h）中立性に関する事項

（i）継続性に関する事項

非機能要件について、次のa）からq）までに掲げる事項をもって定義する。なお、非機能要件は、技術的に検討を要する事項を多分に含むことか

ら、日本工業規格等のほか、ＲＦＩ等を通じて、広く情報を取得し、実現性等の検証を行うものとする。

また、クラウドサービスの活用についても検討するものとする。

（a）ユーザビリティ及びアクセシビリティに関する事項

（b）システム方式に関する事項

（c）規模に関する事項
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デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン（抜粋）

ア 契約方式の検討

イ 落札方式の検討

ウ 入開札の方式の検討

ア 調達案件の概要に関する事項

イ 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等に関する事項

ウ 作業の実施内容に関する事項

エ 満たすべき要件に関する事項

オ 作業の実施体制・方法に関する事項

カ 作業の実施に当たっての遵守事項

キ 成果物の取扱いに関する事項

ク 入札参加資格に関する事項

ｲ) 各工程の調達仕様書の作成に直接関与した事業者

ﾛ) 設計・開発等のプロジェクト管理支援事業者

ﾊ) 監査対象である情報システムに関与した事業者

ケ 再委託に関する事項

コ その他特記事項

サ 附属文書

5) 意見招請の実施

ＰＪＭＯは、予定価格が80万ＳＤＲ以上と見込まれる調達案件については、「政府調達手続に関する運用指針」（平成26年３月31日関係省庁申合

せ）に基づき、意見招請を行うとともに、当該意見招請手続の情報をＯＤＢに登録するものとする。その際、原則として電子調達システムの登録

データを活用するものとする。

なお、意見招請を行うに当たっては、調達仕様書等の案の内容についての十分な理解が得られるよう、事業者に対する説明等を積極的に行うものと

する。

2) 契約書の記載事項

ＰＪＭＯは、会計担当部門に対し、契約書に、損害賠償、契約変更手続、契約解除等に関する条項を記載するよう依頼するものとする。特に、損害

賠償については、事業者による契約の履行が不可能となった場合の社会的影響等を踏まえ、損害賠償の範囲の限度を記載するよう併せて依頼するも

のとする。

3) 調達案件に関するＯＤＢへの登録

4) 第一次工程レビューの実施

ＰＪＭＯ等は、府省重点プロジェクトについて、調達仕様書に添付する要件定義書の作成終了前までに、第一次工程レビューを実施するものとす

る。その際、調達仕様書の内容が適正なものとなっているか否かの確認を行うものとする。

２．調達仕様書の作成等

ＰＪＭＯは、各調達を行うときは、調達仕様書を作成し、契約書に必要な事項が記載されるよう会計担当部門に依頼する等、次の1）から5）までのとお

り取り組むものとする。

1) 調達仕様書の記載内容

調達仕様書には、事業者が提案内容を検討するために不可欠な情報が網羅されるよう、原則として、次のアからサまでに掲げる事項について記載す

るものとする。契約書にも同様の事項を記載するときは、契約書とその一部を構成する調達仕様書との整合性を確保するよう、会計担当部門と必要

な調整を行うものとする。

a) 入札参加要件

b) 入札制限

２）調達の方式の検討

契約方式は、一般競争入札（総合評価落札方式を含む。）を原則とする。

例外的に随意契約によらざるを得ない場合には、企画競争又は公募を行うことにより、透明性及び競争性を担保するものとする。なお、公募を

行った結果、応募が複数あった場合には、一般競争入札（総合評価落札方式を含む。）又は企画競争を行うものとする。

一般競争入札において、調達案件が価格以外の技術的要素を評価することが必要と認められるものであるときは、次のa）及びb）に掲げる総合評

価落札方式によることができる。

その場合、予定価格が80万ＳＤＲを超える調達案件以外のものについては、入札公告又は入札公示の前日から起算して少なくとも30日前に財務大

臣に届け出ることとされていることに留意する必要がある。

a) 除算方式

b) 加算方式
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デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン（抜粋）

ア 提案依頼書の記載事項

イ 提案依頼書に関するＯＤＢへの登録

1) 検収の実施

ＰＪＭＯは、納品予定の成果物に対し、要件定義書等において求める要件及び品質が満たされているか否かについて適切に確認するものとする。特

に、情報システムの納品に当たっては、受入テストを通じた修補等の措置を講ずるものとし、合否判定基準を満たすことを確認した上で、検収を行

うものとする。

2) 事業者の評価及び検収結果に関するＯＤＢへの登録

ＰＪＭＯは、受注事業者の業務実績、品質等を評価し、検収に関する情報とともに、これをＯＤＢに登録するものとする。

1) 契約書の確認及び写しの保管

2) 契約情報に関するＯＤＢへの登録

3) 再委託の審査

4) 契約の変更・解除

７．検収

５．入開札

1) 入開札の実施

ＰＪＭＯは、入開札の実施後、入開札に関する情報をＯＤＢに登録するものとする。その際、原則として電子調達システムの登録データを活用する

ものとする。

なお、開札の結果、一者応札となった調達案件については、入札説明会等には参加したが応札しなかった事業者等、応札を辞退した事業者に対する

ヒアリング等を行い、以後の調達手続の改善に活用するものとする。

2) 低入札価格調査の実施

計担当部門は、開札の結果、低入札価格調査を実施することとなった調達案件については、当該調査の対象となる入札をした事業者に対し、調達内

容のそれぞれについて履行可能であるとする具体的な根拠資料（開発規模、工数、作業工程、作業スケジュール、生産性の詳細等）の提示を求める

などし、契約の内容に適合した履行がなされるかどうかについて確認するものとする。その際、会計担当部門のみで調査を行うことが困難である場

合には、ＰＪＭＯ、府省ＣＩＯ補佐官等の協力を得るものとする。

６．契約

４．審査

1) 審査体制の確立

ＰＪＭＯは、提案書等に関する審査を行うときは、公正性の確保に留意しつつ、審査を的確に実施できるよう、調達内容に応じた知見を有する者

（例えば政府ＣＩＯ補佐官、外部有識者）、制度・業務に精通した者及び情報システムに精通した者により構成される審査体制を確立するものとす

る。

2) 審査

提案書等に関する審査について、審査体制の構成員は、評価基準及び審査手法に基づき、要件定義等の内容を的確に理解した提案内容であるか、実

現性のある提案内容であるか等について厳格に評価するものとする。

a) ＲＦＰの内容

b) 提案手続

c) 評価基準

d) 審査手法

2) 調達に関する公告

ＰＪＭＯは、調達の計画に基づき、調達に関する公告手続を会計担当部門に依頼するものとする。なお、ＰＪＭＯは、調達仕様書、提案依頼書等の

内容についての十分な理解が得られるよう、公告後、必要に応じて、事業者に対する説明等を行うものとする。

公正性及び競争性の確保の観点から、事業者からの提案に重要な影響があると認められる応答内容については、応札が見込まれる全ての事業者に通

知するものとする。

３．ＲＦＰ・公告

1) 提案依頼書の作成等

ＰＪＭＯは、総合評価落札方式による調達を行うときは、次のア及びイのとおり、提案依頼書の作成等を行うものとする。

提案依頼書には、事業者が適切に提案するために必要となる情報が網羅されるよう、原則として、次のa）からd）までに掲げる事項について記載

するものとする。その際、ＯＤＢに登録されている他の調達案件に関する提案依頼書等も参考にするものとする。
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